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再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会 
（第１回） 

 
日時 平成 29 年 12 月 18 日（月）9：00～12：00 
場所 経済産業省 本館 17 階１～３共用会議室 
 

○山崎新エネルギー課長 
 それでは、ただいまより「総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分

科会／電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小

委員会」の第１回会合を開催させていただきます。 
 本日は、ご多忙のところご出席いただきまして、まことにありがとうございます。 
 本小委員会は、後ほど資料の説明をしますが、資料１にございますように、2030 年度の

エネルギーミックスの着実な達成に向けまして、再生可能エネルギーの大量導入時代にお

ける政策課題、さらには、次世代電力ネットワークのあり方について検討をしていただく

ため、「総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会及び電力・ガス事

業分科会」のもとに設置をされた委員会となります。 
 なお、本小委員会の設置につきましては、総合資源エネルギー調査会運営規程第 13 条に

基づきまして、本小委員会の上部組織となります省エネルギー・新エネルギー分科会の柏

木分科会長、さらには電力・ガス事業分科会長の山内分科会長に事前にご了承をいただい

ております。 
 それでは、第１回の開催に当たりまして、事務局を代表いたしまして省エネルギー・新

エネルギー部長の髙科と電力・ガス事業部長の村瀬より、それぞれ一言ご挨拶を申し上げ

ます。 
 まず、髙科よりご挨拶を申し上げます。 
 
○髙科省エネルギー・新エネルギー部長 
 おはようございます。省エネ・新エネ部長の髙科でございます。本日はご多忙の中、朝

早くからお集まりいただきましてありがとうございます。再生可能エネルギーをめぐりま

しては、本年４月に改正ＦＩＴ法が施行されたわけですけれども、それから大規模太陽光

発電につきまして、日本初めてとなる入札制度を導入するなど、再エネの最大限の導入と

国民負担の抑制、その両立に取り組んでまいりました。 
 また、夏からはエネルギー基本計画の検討を始めておりますが、その中で再生可能エネ

ルギーを主力電源にしていくという言葉を初めて使いました。私どもも、こうした覚悟を

持ちまして、今後のエネルギー政策の検討に臨んでおるところでございます。 
 ７月には、本日ご出席の一部の委員の皆様にもご参画いただきました再生可能エネルギ

ーの大量導入時代における政策課題に関する研究会、そこにおきまして、今後検討すべき
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論点を取りまとめていただきました。コスト競争力の強化、ＦＩＴ制度からの自立に向け

た環境整備、そして系統への円滑な受け入れという、再エネが直面する３つの課題から論

点を抽出・整理する、要は、最初のステップに取り組んだわけでございます。 
 本日新たに立ち上げましたこの委員会は、2030 年度のエネルギーミックスを着実に達成

するため、そして、さらにその先も見据えながら、こうした論点についてご議論いただき、

再生可能エネルギーの大量導入に向けた施策を具体化させるという次のステップに進めて

いく、そういう場だと考えております。事務局といたしましても万全の体制で臨むため、

私ども省エネルギー・新エネルギー部だけでなく、電力・ガス事業部と一体となってこの

大きな政策課題に取り組んでまいります。 
 委員の皆様におかれましても、それぞれのお立場から忌憚のないご意見を頂戴できれば

幸いでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 
 
○山崎新エネルギー課長 
 ありがとうございます。 
 それでは、電力・ガス事業部長の村瀬よりご挨拶申し上げます。 
 
○村瀬電力・ガス事業部長 
 ただいまご紹介いただきました電力・ガス事業部長の村瀬でございます。本日は、朝早

くからお集まりいただきましてありがとうございます。 
 先ほど髙科部長からも話がございましたように、再生可能エネルギーの大量導入を図っ

ていくためには、コスト競争力の強化に加えまして、系統への円滑な受け入れ、それから

再エネを導入していくための調整力の確保といったものに正面から取り組んでいく必要が

あるというふうに考えてございます。 
 電力・ガス事業部といたしましても、まず足元で課題となっております既存系統の最大

限の活用ということに向けまして、日本版のコネクト＆マネージの具体化に向けてしっか

りと取り組んでまいりたい、このように考えてございます。 
 また、再エネ導入につきましては、供給力の確保が必須でございますので、容量市場、

それから需給調整市場などの関連する市場の整備、これを進める必要があるわけでござい

まして、この新たな供給力市場の整備につきましては、現在、別の場におきまして詳細な

検討が進められているところでございます。こうした場における検討と、この場の議論が

連携されていくようにしっかりと省エネルギー・新エネルギー部と一緒に協力をして取り

組んでいきたいと、このように考えてございます。 
 再エネ大量導入時代の次世代ネットワークをつくり上げていくためには、必要な施策の

具体化を図っていくことが重要でございまして、委員の先生方、それから事業者を含む関

係者の皆様方から、ぜひ忌憚のない意見をいただき、この場で活発なご議論をいただけれ

ばと、このように考えてございます。しっかりと取り組んでまいりたいと考えてございま
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す。どうぞよろしくお願い申し上げます。 
 
○山崎新エネルギー課長 
 ありがとうございます。 
 次に、本小委員会の委員長につきましては、こちらも分科会長が指名をするということ

になってございます。事前に、柏木・山内両分科会長より、公益財団法人地球環境産業技

術研究機構理事・研究所長の山地委員を委員長としてご指名いただいております。 
 それでは、山地委員長から一言ご挨拶をお願いしたいと思います。よろしくお願いしま

す。 
 
○山地委員長 
 本小委員会の委員長を拝命いたしました山地でございます。私からも一言ご挨拶させて

いただきます。マイクの方があるので、ちょっと座らせていただきます。 
 最近、再生可能エネルギーを取り巻く環境は非常に大きく変化していると認識していま

す。世界的には、他の電源と比べても十分遜色のない水準までコストダウンが進んでおり

まして、いわゆるコスト競争力のある主力電源という話もありましたが、それに世界的に

はなりつつあると。これをどう自由化が進む電力市場に取り込んでいくか、そういうフェ

ーズだというふうに認識しております。本当に、５～６年前から考えても、隔世の感があ

るという気持ちでおります。 
 我が国におきましても、先ほど部長からのお話にもありましたけれども、改正ＦＩＴ法

がこの４月から施行されまして、再エネの最大限の導入と国民負担の抑制、この両立をす

るという取組が本格的に動き出しているところでございます。 
 しかし、今からご説明があると思いますけれども、日本の再エネ比率はまだ大型の水力

を含めて 15％程度ということでありまして、諸外国に比べて高いとはいえない。 
 しかし大幅なコストダウンが進む諸外国に比べて、我が国は再エネの発電コストがまだ

高いという問題がある。 
 それから、調整力が必要になってまいりますから、現状をいいますと、ＦＩＴを使って、

どんどん入ってくる再エネに対して、電力のネットワーク側も苦労しながら、何とか対応

して導入を進めている、そんな状況かと思います。 
 ということで、世界にはそういう感じで遅れているというのが多分現実だと思うんです

が、その世界の動きに追いついて、さらに追い越すというところを目指して、再生可能エ

ネルギーの大量導入及びそれを支える効率的で柔軟な次世代型の電力ネットワーク、こう

いうものを構築していくということで、この小委員会は設置されたと認識しております。 
 委員の皆様におかれましても、十分ご認識いただいておりましょうと思いますが、先ほ

どの紹介の中にもありましたけれども、日本においても再生可能エネルギーを主力電源化

するという目標に向かって進んでおりますので、その観点から活発な議論をお願いできれ
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ばと思います。 
 簡単ではございますが、私からの挨拶とさせていただきます。 
 
○山崎新エネルギー課長 
 山地委員長、ありがとうございました。 
 次に、本委員会の委員と本日のオブザーバーの方々を順次ご紹介をさせていただきます。

お手元にあります委員等名簿の順、五十音順にご紹介をさせていただきます。 
 まず、改めまして委員長としまして、公益財団法人地球環境産業技術研究機構理事・研

究所長の山地委員長でございます。 
 
〇山地委員長 
よろしくお願いいたします。 

 
〇山崎新エネルギー課長 
 続きまして、委員の皆様をご紹介させていただきます。 

東京大学生産技術研究所特任教授、岩船委員でございます。 
 
○岩船委員 
 よろしくお願いいたします。 
 
○山崎新エネルギー課長 
 東京大学工学部電気情報工学科教授、江崎委員でございます。 
 
○江崎委員 
 よろしくお願いします。 
 
○山崎新エネルギー課長 
 東京大学生産技術研究所特任教授、荻本委員でございます。 
 
○荻本委員 
 よろしくお願いいたします。 
 
○山崎新エネルギー課長 
 一般社団法人日本経済団体連合会資源・エネルギー対策委員会企画部会委員の小野委員

でございます。 
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○小野委員 
 よろしくお願いします。 
 
○山崎新エネルギー課長 
 西村あさひ法律事務所パートナー、新川委員でございます。 
 
○新川委員 
 よろしくお願いいたします。 
 
○山崎新エネルギー課長 
 名古屋大学大学院環境学研究科教授、髙村委員でございます。 
 
○髙村委員 
 髙村でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 
 
○山崎新エネルギー課長 
 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会常任顧問、辰巳委員でございます。 
 
○辰巳委員 
 辰巳でございます。よろしくお願いいたします。 
 
○山崎新エネルギー課長 
 京都大学国際高等教育院教授、長山委員でございます。 
 
○長山委員 
 よろしくお願いします。 
 
○山崎新エネルギー課長 
 東京大学社会科学研究所教授、松村委員でございます。 
 
○松村委員 
 よろしくお願いいたします。 
 
○山崎新エネルギー課長 
 東京大学教養学部附属教養教育高度化機構環境エネルギー科学特別部門客員准教授、松

本委員でございます。 
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○松本委員 
 よろしくお願いいたします。 
 
○山崎新エネルギー課長 
 ＳＭＢＣ日興証券株式会社マネージング・ディレクター、圓尾委員でございます。 
 
○圓尾委員 
 よろしくお願いします。 
 
○山崎新エネルギー課長 
 以上、委員の皆様のご紹介でございました。 
 続きまして、オブザーバーの皆様をご紹介させていただきます。五十音順ですので、席

順と少しずれます。 
 まず、東京電力パワー・グリッド株式会社取締役副社長、岡本オブザーバーでございま

す。 
 
○岡本オブザーバー 
 よろしくお願いいたします。 
 
○山崎新エネルギー課長 
 日本地熱協会理事、後藤オブザーバーでございます。 
 
○後藤オブザーバー 
 よろしくお願いいたします。 
 
○山崎新エネルギー課長 
 一般社団法人日本風力発電協会副代表理事、斎藤オブザーバーでございます。 
 
○斎藤オブザーバー 
 よろしくお願いいたします。 
 
○山崎新エネルギー課長 
 電力広域的運営推進機関理事、佐藤オブザーバーでございます。 
 
○佐藤オブザーバー 
 よろしくお願いいたします。 
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○山崎新エネルギー課長 
 株式会社エネット代表取締役社長、武田オブザーバーでございます。 
 
○武田オブザーバー 
 よろしくお願いいたします。 
 
○山崎新エネルギー課長 
 全国小水力利用推進協議会事務局長、中島オブザーバーでございます。 
 
○中島オブザーバー 
 よろしくお願いいたします。 
 
○山崎新エネルギー課長 
 電力・ガス取引監視等委員会事務局ネットワーク事業制度企画室長、日置オブザーバー

でございます。 
 
○日置オブザーバー 
 よろしくお願いいたします。 
 
○山崎新エネルギー課長 
 一般社団法人太陽光発電協会事務局長、増川オブザーバーでございます。 
 
○増川オブザーバー 
 どうぞよろしくお願いいたします。 
 
○山崎新エネルギー課長 
 一般社団法人日本有機資源協会専務理事、森崎オブザーバーでございます。 
 
○森崎オブザーバー 
 よろしくお願いいたします。 
 
○山崎新エネルギー課長 
 電気事業連合会事務局長、八代オブザーバーでございます。 
 
○八代オブザーバー 
 よろしくお願いいたします。 
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○山崎新エネルギー課長 
 以上でございます。 
 それでは、今後の議事進行を山地委員長にお願いいたします。 
 山地委員長、よろしくお願いいたします。 
 
○山地委員長 
 では、まず事務局から本日の資料の確認と、続けて議事運営等についての説明をお願い

いたします。 
 
○山崎新エネルギー課長 
 ありがとうございます。本日、本委員会、基本的にはペーパーレスの審議会として開催

をさせていただきます。お手元のタブレットにありますフォルダをごらんください。資料

番号のついていない、議事次第、委員等名簿、座席表に続きまして、本日の資料が５つご

ざいます。 
 まず資料１が、先ほどご紹介をしました本委員会の設置の趣旨でございます。資料２が

議事の運営等について。資料３が再生可能エネルギーの大量導入時代における政策課題と

次世代電力ネットワークのあり方、事務局資料でございます。同じく資料４も事務局資料

でございまして、住宅用太陽光発電に係る 2019 年以降のＦＩＴ買取期間終了を契機とした

対応ということで資料４でございます。最後、資料５、先ほどの部長の髙科のほうからも

紹介がありましたけれども、この７月に取りまとめられました再生可能エネルギーの大量

導入時代における政策課題に関する研究会の論点整理でございます。 
 資料は以上でございまして、続きまして資料２をごらんいただけますでしょうか。議事

の運営についてお諮りをいたします。議事の運営は、まず本委員会は原則として公開。傍

聴については原則として認める。配布資料も原則として公開。議事要旨は会議後１週間以

内に作成をして公開。議事録については、会議後１カ月以内に作成して公開。個別の事情

に応じて、非公開等の扱いについては小委員長に一任という進め方を案として提示させて

いただいてございます。 
 
○山地委員長 
 資料２でただいま説明がありました、本小委員会の議事の運営についてでございますが、

ご異議はございませんでしょうか。 
 よろしいでしょうか。 
 それでは、本小委員会の議事の運営、事務局から説明があったとおりで進めさせていた

だきたいと思います。 
 また、今から事務局の方からいろいろ説明していただくんですけども、本小委員会の議

題は非常に多岐にわたっております。 
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 また、しかしその一方で、再生可能エネルギーの状況というのはどんどん現実は進んで

おりまして、足元に生じている課題に速やかな対応が必要という状況でございます。そう

いうことでございますので、各議題について、この小委員会で決まった事項は、順次具体

化を進めていく、そういう進め方、実際の展開にしたいと思っておりますが、この件に関

してご意見はございますでしょうか。 
 よろしいでしょうか。 
 では、今申し上げましたけれども、本小委員会での決定事項については、順次現場での

運用に反映させていく、そういう形で進めさせていただきたいと思います。 
 撮影はそろそろここまでということでございますので、プレスの方の皆さんは撮影を中

止してください。傍聴は可能でございますから、引き続き傍聴される方はご着席をお願い

いたします。 
 それでは本日の本題の議事のほうに入っていきたいと思います。本日は議題を２つに分

けてご議論いただきたいと思っております。 
 まず第１回ということで、前半については本委員会での論点の全体像について、事務局

に整理してもらって、その論点をもとに議論をしたいと思います。その後、後半について

は、早速ですが、具体的な事項ということで、住宅用太陽光発電に関するいわゆる 2019 年

問題と言っていますが、2009 年に先行して余剰買取を進めたものが、10 年間の買取が終了

するわけでございますが、その問題にいかに対応するかという議題についてご議論いただ

きたいと思います。このようなことで、まず１つ目の議題に入ります。 
 事務局から説明をお願いいたします。 
 
○山崎新エネルギー課長 
 ありがとうございます。改めまして、新エネルギー課長の山崎でございます。よろしく

お願いいたします。 
 資料３に基づきまして、事務局の論点整理をご説明させていただきます。系統の部分に

つきましては、担当室長である那須からご説明をさせていただきますので、途中で交代を

させていただきます。 
 それでは、資料３、67 スライド、67 ページにわたる大部のものですので、順次ポイント

をかいつまんでご説明をさせていただきます。早速ですが、４部構成になっていまして、

まず日本の再生可能エネルギーの導入状況、２ページでございます。我が国の再生可能エ

ネルギーの導入状況ですが、水力を入れて、震災前 10.8％だったものが、現在 15.3％とい

うのが 2016 年度の数字となってございます。 
 ３ページをごらんください。各電源の認定状況と導入状況、こちらを整理したものでご

ざいまして、上の四角に書いてありますように、認定容量のうち運開済みが約３割ちょっ

とということで、さらに導入量の 95％、認定量の 80％を太陽光が占めるという状況になっ

てございます。 
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 続きまして、導入状況の kW と kWh のそれぞれのＦＩＴ制度開始後の伸び率を示したグ

ラフが４ページにございまして、kW ベースでいきますと、年平均伸び率が 26％というこ

とでございます。kWh につきましては、先ほどご紹介しましたように、2016 年度で水力を

入れて 15.3％、水力を除きまして 7.8％、こういう状況になってございます。 
 ５ページをごらんください。エネルギーミックスとの関係でございます。2030 年度のエ

ネルギーミックス、再エネ比率 22～24％を目指すということで、現在 15％のものをここま

で拡大をしていくという目標を持って進めてございます。各電源について右の表にありま

すような目標をそれぞれ設計、設定をしまして、一番右の欄にありますように、現在の導

入進捗率は各電源、例えば太陽光は 61％、風力が 34％、こういったような状況でございま

す。 
 ６ページをごらんください。ミックスの達成と国民負担の関係についてでございます。

先ほど申し上げた 22～24％を目指して、現在 15％というところでございますが、右下の図

にありますように、2016 年度までに賦課金ベースで約２兆円を費やしました。再エネ比率

を５％伸ばすのに２兆円、今後、エネルギーミックス実現の買取費用総額を４兆円以内に

抑えるという目標を別途設けてございまして、賦課金総額で言うと、プロラタで、回避可

能費用的なものを引くと 3.1 兆円程度ということで、ざっくり言いまして、今後７～９％伸

ばすのに１兆円という、今まで２兆円、今後１兆円という中でこれだけのものを伸ばして

いかないといけない、こういう状況にあるというところでございます。 
 続きまして、世界の状況を整理しておきます。８ページでございます。世界の再エネの

状況でございますが、まず 2015 年、真ん中のグラフですけれども、再エネの既存容量が石

炭を超えたという記録的な年でございました。2016 年もさらに引き続き増加をしまして、

年間導入量は過去最大を更新しているという状況でございます。 
 次のページ、９ページ目でございます。日本と諸外国の最新の数字における比較でござ

いまして、先ほど申し上げたように、日本は水力を入れて 15.3％という状況、諸外国はご

らんのとおりでございます。 
 10 ページ目、では世界におけるその導入を促進しているドライバーと思わしきそのコス

トの低減でございます。まず、市場構造の変化と書いてございますけれども、まず太陽光

の価格、2009 年から約８年間を比較しましても、35 円／kWh から 10 円／kWh 程度に平

均コストが下がってきている。さらには風力についても、これはロングスパンでとってご

ざいますけれども、ここ 10 年でとってみても、20 円／kWh から 10 円／kWh 以下と、こ

ういったような数字になってきているという状況でございます。 
 続きまして 11 ページ目、これはいわゆるオークション、入札で価格を決めるというもの

についての世界における入札の平均値をＩＥＡが整理をしておりまして、それを持ってき

たものでございます。黄色が太陽光、青が陸上風力でございます。それぞれ大体 40ＵＳド

ル／MWh、これを大体、kWh に直しますと、５円から６円ぐらいといったような、kWh
あたりの単価がもう 20 年の運開を目指した入札においては価格がついている、こういう状
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況だということでございます。 
 12 ページは参考でございますが、さらに安い価格としまして、ＵＡＥの 2.42 セントとい

う太陽光、さらにサウジアラビアでは最近 1.78 セントと、こういったような超低価格のも

のまで出始めているというご紹介でございます。 
 13 ページは洋上風力でございまして、洋上風力も 10 円を切るのが当たり前の世界になっ

てきていまして、中にはいわゆる Feed-In Premium のプレミアム入札で補助金０というこ

とで、市場価格で落札されたというような例まで出始めているという、こういう状況でご

ざいます。 
 以上、世界の状況を簡単に概略の説明を申し上げました。 
 続きまして、各再生可能エネルギーの電源の状況ということで、日本におけます５つの

電源について、概略を整理したものでございます。15 ページ目をごらんください。 
 まず、太陽光発電の現状でございます。太陽光につきましては、冒頭申し上げましたよ

うに、急速に認定量が増加をしてございます。住宅用も非住宅用も着実に増加をしている

ということですが、運開率は４割程度にとどまるということでございます。 
 また、右上の表にも書いてございますけれども、50kW 未満の小規模案件の割合が導入容

量ベースで４割程度と多くを占めているというのも特徴的でございます。買取価格につい

ては下がっているけれども、国際価格に比すると依然として高い水準だというのが現状で

ございます。 
 16 ページをごらんください。そうした中で課題として概略整理できるのが、やはり国民

負担の増大にどう対応するか、今後コスト低減をどう図っていくのかというのがまず冒頭

の課題かと思われます。 
 また、不十分な設計とさらには立地地域におけるトラブル、あとは事業終了後のパネル

の放置に係る懸念といったようなものが、地域の方々から大きな声として最近強く出始め

てございます。こうした中で安定的な発電事業の継続、地域との共生、これをどう図って

いくのかということをＦＩＴ買取期間終了後も含めて、見据えて、現在何をやっておくべ

きなのかというところが課題かというふうに考えます。さらには、山地委員長からも先ほ

どもありましたように、2019 年にＦＩＴ切れの太陽光、住宅用の太陽光が 120 万 kW、40
万件程度出ると、こういったようなところで、まさに前向きな話としてコストが低減した

電源をどのように有効活用していくのかといったようなところも課題かというふうに考え

られます。 
 以上、太陽光でございます。 
 続きまして、風力でございます。風力発電の現状、17 ページ目をごらんください。風力

につきましては、左下の表で見ていただきますように、ＦＩＴ制度開始後、ＦＩＴ導入前

に比べても、導入が進んでいないという、こういうことでございます。したがって、導入

量が伸びていないということでございます。 
 一方で、認定量は 2017 年３月、昨年度末ベースで 670 万 kW というふうに伸びまして、
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導入量と認定量を合わせると 950 万 kW ということで、1,000 万 kW という目標に近づき

つつあるというような状況ではあります。 
 一方で、まだ導入が進んでいない。そこに系統制約と環境アセスメントの問題がある、

こういうふうに認識をしてございます。小型風力の認定量は一方で近年急増しているとい

うことでございます。したがって、どうするかということですが、コストについては右下

の表にありますように、やはり諸外国に比べて高い、こういうことをどうするのかという

ことが今後の課題になるということでございまして、18 ページ、課題でございます。陸上、

洋上とも、発電コストが、先ほど申し上げたように、急速に低下するという中で、どのよ

うにコストを低減させていくための政策を打っていくのか、その中で系統制約の克服、環

境アセスメントの迅速化、地元調整の円滑化等といったところと組み合わせて、どのよう

に事業リスクを低減させながらコストを下げていくのかという課題かと思われます。 
 こと洋上風力に関しましては、北東北の系統募集プロセスに 786 万 kW という大量の案

件の申請がございます。このように急速に計画が具体化をしている中で、例えば統一的な

ルールが存在しない一般海域における事業環境整備、このようなものをどのように考える

かといったことが論点かと考えられます。小型風力、これは 20kW 未満のものを小型風力

と呼びますが、認定量が急増する中で、設備利用率が少ないといったような課題が出てお

ります。どのような事業環境を整備していくかが、一つの課題かと思われます。 
 以上、風力発電でございます。 
 続きまして、バイオマスでございます。19 ページでございます。バイオマスにつきまし

ては、左下の表に顕著にあらわれておりますように、青い部分、大規模の木質バイオマス

の区分で多くの認定がなされ、認定量をそのまま足し算すると、ミックスの水準を大幅に

超過しているということで、国民負担増大の懸念が出てございます。導入量ベースでも、

輸入材を用いた大型案件を中心に拡大をしています。 
 一方でメタンガス、それ以外の電源、それ以外の小規模の木質バイオも含めて、そうい

ったものについては、導入量、認定量とも規模は限定的だということでございます。諸外

国がどうなっているかというと、諸外国の買取価格はやはり日本の半分程度であったり、

全体的にやはり日本は高いというところが言えるかと思います。 
 20 ページ目、したがいまして、バイオの課題でございます。バイオマス、そもそも当然

再生可能エネルギー全体でいいますと、地球温暖化対策とかエネルギー自給の観点のみな

らず、林業の成長産業化とか、地域の新たな雇用・産業の創出といったようなところから

も重要だということを、改めて課題として整理をさせていただいています。 
 ただ一方で、ずっと言われている話ですが、バイオマス発電の特徴として、発電コスト

に占める燃料費の割合が７割程度であったりと、そういった特徴的なコスト構造を持つが

ゆえに、ＦＩＴがなかったら成り立つのかという、ＦＩＴからの自立化の課題を、常に指

摘をされてございます。そうした、ＦＩＴからの自立化、経済性を高めるための方策はど

のように考えられるのか、一方で燃料の安定供給、その持続可能性というものをどう確保



13 

していくのかということも課題になってございます。 
 最後のポツでございますけれども、地域内でそれがうまく循環して回っていくという木

のマテリアル利用みたいなところも含めた、地域内エコシステムの構築というものが重要

になっていくのではないかという課題の整理でございます。 
 続きまして、中小水力発電でございます。中小水力発電、左の下の表を見ていただいて

わかりますように、認定量は徐々に増加してきていますけれども、やはり新規地点の開発

が十分に進んでいるとは言いがたい状況かと思ってございます。諸外国との小水力、200kW
ベースでの比較を見ていただいてもわかるように、コストも若干諸外国と比べると高いと

いうことでございます。 
 こうしたことを踏まえまして、22 ページでございます。中小水力発電の課題でございま

すが、残された未開発地点というのは、やはり自然条件が厳しい地点が多く、奥地かつ小

規模など、高コストになってしまうというところを、どう課題を解決していくのか。 
 あと、流量調査のコスト、リスクをどう排除していくのか。さらには、地域の方々との

共生、理解、協力、こういったことをどうやっていくのかといったところを解決しながら、

事業リスクを低減し、新規立地地点をふやしていくというところのポイントがまずあるの

と、あとは国内の中小水力発電メーカーが限られているということで、そうした国内メー

カー間の競争といったところの加速化をどうするのかといったことも課題かと考えてござ

います。 
 最後、地熱でございます。23 ページ目をごらんください。地熱に関しましては、ずっと

言われているように、世界第３位の地熱資源量を誇るという、非常に我が国の世界から見

ても優位性があるという中で、導入量は世界第 10 位にとどまっているということで、ＦＩ

Ｔが始まってからも、下の表にありますように、導入量は余り伸びていないという、こう

いう状況でございます。 
 こうした状況を考えまして、24 ページ目でございます。ミックスの水準実現、これは 100
万 kW 増というところですけれども、そこにまだまだ全然達していないということで、新

規開発案件の大幅な積み増しが求められるところでございます。 
 一方で、地熱の日本におけるポテンシャルは、北海道、東北、九州といった地域に集中

するんですが、そこが、主に系統制約に直面している地域でございまして、さらには、開

発プロセスが進むにつれて、徐々に発電可能量が明らかになってベットをはれるというよ

うな特徴があるため、まさにその他の電源に比べて、この系統接続の投資のタイミングが

ずれるというような、判断タイミングがずれるというリスクが伴うということでございま

して、そういったことを踏まえた対策、どのようなことが打てるのかというのは、一つの

課題だというふうに考えてございます。 
 以上、電源ごとの課題を、冒頭に当たりまして整理をさせていただきました。 
 続きまして（４）、本委員会における議論のスコープ、こちらがまさにこの委員会で、事

務局としては、委員の先生方にご議論をいただき、結論を出していただく、聞きたいと思
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っている、その論点の塊でございます。 
 26 ページをごらんください。これは一覧表で、今回の議論いただきたいと、今考えてい

るそのフレームワークを一覧表ベースで整理をしたものでございまして、これは 11 月 28
日の総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会の会合にて、我々事務局の資料として提

出をし、このフレームワークでぜひ進めてくださいということになったという資料でござ

います。このそれぞれについて、この一覧で、全て大体要素が入る形になっているんです

が、その以降を、これを分解してございますので、こちらの説明は割愛しまして、それぞ

れのところで説明をしたいと思います。 
 27 ページ、28 ページは参考でございますので、飛ばしていただきまして、それでは 30
ページ、まず１つ目の論点、コスト競争力の強化でございます。コスト競争力の強化につ

きましては、冒頭から申し上げているように、世界で導入コストが劇的に下がっている。

日本では国際水準と比較して、残念ながらまだ高い状況だという中で、この再生可能エネ

ルギーをコスト競争力のある、まさに主力電源にしていくということについて、どのよう

にやっていてくのかと。最終的には、ＦＩＴがなくても導入が進むように、ＦＩＴからの

自立化といったところが必要ではないかということでございまして、今後、この三重線四

角で囲んでいるところが、一応、今の論点として整理をさせていただいているところでご

ざいまして、この委員会でご議論いただきたいと、今、事務局が考えている論点の塊が、

以降、この三重四角の中に書かれているというふうにお考えいただけたらと思います。 
 コスト競争力の強化につきましては、ここに入札制・市場機能の活用と題名を打ってご

ざいますけれども、例えば、このＦＩＴ制度についていえば、太陽光発電がまず急速に増

加しました。直近１年では、大規模バイオマスの認定量が爆発的に増加するといったよう

に、このＦＩＴ制度というものについていえば、設定した調達価格に対し市場が反応して、

瞬間的に大量導入が進むといったような特徴がございます。こういった特徴も踏まえなが

らどうするのかということでございまして、下の矢印のところが、この論点の方向性でご

ざいますが、一定程度導入が進んでいる、または見込まれる電源については、そういった

いわゆる競争的な電源については、この入札制の活用などによって競争を促しまして、発

電コスト低減の進めていくということが必要なんじゃないか。さらに、市場機能の活用と

いうことで、例えば、Feed-In Premium とか、市場の直売制度といったものが、諸外国で

は導入されたりしてございます。そういったマーケットベースでの導入を、どう移行を促

す仕組みと、マーケットを意識しながら、マーケットで売るといったようなところをどう

検討していくのかということが、もう一つの論点かというふうに考えてございます。 
 31 ページ、32 ページ目、本日は、詳細は割愛しますが、今年度から導入しました大規模

太陽光の入札の結果でありまして、11 月 21 日に発表させていただいた結果です。 
 33 ページ目は、バイオマス発電の急増についての資料。 
 34 ページ、35 ページ目は、諸外国において導入されています Feed-In Premium、さら

にはダイレクトセリング、直接販売の制度の概要について、参考までに載せさせていただ
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いてございます。 
 以上が、論点の１でございます。 
 続きまして、論点の２につきましては、担当室長の那須のほうからご説明をさせていた

だきます。 
 
○那須電力流通室長兼省エネ・新エネ部政策課制度審議室長 
 電力・ガス事業部電力流通室長兼省エネ・新エネ部政策課制度審議室長の那須ございま

す。論点２について、続きましてご説明させていただきます。 
 37 ページにございますように、これまでにつくられていた我が国の既存系統と、再エネ

の立地ポテンシャルというのが必ずしも一致していないという中で、先ほどからも話が出

ていますけれども、さまざまな形での系統制約が顕在してございます。そうした中で、柔

軟的かつ効率的な次世代の系統運用・設備形成を行うことによって、社会コストを最小化

しながら、再エネの大量導入を実現していくと、そういうことが必要ではないかと考えて

おります。 
 次の 38 ページをごらんいただければと思いますけれども、これはＩＥＡが発表していま

す、変動再エネの導入比率拡大に伴う系統側での対応をあらわした図でございます。一番

下の黄緑のところ、フェーズ１となっておりますけれども、まだ再エネの導入比率が低い

段階では、ローカル系統での調整は必要となりますけれども、全体では顕著な負荷がない。

オレンジの段階になりますと、系統混雑があらわれ始める。フェーズ３になりますと、出

力制御が行われて、柔軟な調整力や大規模なシステム変更が必要になる。水色のフェーズ

４まで来ますと、これは変動再エネを大前提とした系統システムが必要となるという形に

なっております。 
 国別で、アイルランドとかデンマークにつきましてはフェーズ４。フェーズ３の中には、

イギリスですとかイタリアですとかドイツでありますといったヨーロッパの各国。フェー

ズ２の中には、アメリカのテキサス、カリフォルニア、その他北米、南米の国が入ってお

りますけれども、ＩＥＡによれば、日本は、全体で見ればフェーズ２の段階ですけれども、

九州におきましては、相当再エネが入ってきているということで、フェーズ３ではないの

かというふうに指摘をされているところです。 
 それから、系統制約、一口に申し上げますけれども、大きくは 39 ページにありますよう

に、３種類あると考えております。一つはエリア全体での需給バランスの話でございまし

て、これはその需給を一致させるために、余剰電力をうまく制御しながら運用していくこ

とが必要ということになります。 
 それから、②の送電容量の制約、これは系統の線の送電容量の中にたくさんの電源を接

続することによって増強が必要になるということでございます。 
 それから、３つ目が、左の図のところの③というところに書いていますけれども、太陽

光とか風力の出力変動に追随するための調整力の拡大が必要というふうな形での、大きく
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３つの制約が、それぞれの、日本の中でも生じているということだと考えております。 
 40 ページをごらんいただければと思いますけれども、こうした中で、系統の増強そのも

のも進めていく必要があるんですけれども、これ自体には多額の費用と時間が伴うもので

すので、まずは既存系統を最大限活用していくということが重要ではないかと考えており

ます。そのような観点から、一定の条件のもとで系統への接続を認める日本版コネクト＆

マネージの仕組みの具体化に向けた検討を進めていくことが必要ではないかと考えており

ます。 
 下の 41 ページをごらんいただければと思いますけれども、これが現在の系統接続におけ

る、いわゆる先着優先と呼ばれているものの考え方ですけれども、電源自体が数十年稼働

するということを前提に、公平性、透明性を確保する観点から、これは太陽光や風力も含

めて、全電源共通で、接続契約の申し込み順に系統の容量を確保するという考え方で運用

されております。空き容量があれば、当然確保するんですけれども、なければ、系統の増

強工事を必要とするという考え方で運用しております。 
 次の 42 ページをごらんいただければと思いますけれども、こうした空き容量の有無を評

価する際の考え方と、実際に今、流れている電気との関係で、その違いは何かということ

なんですけれども、大きく３つあると考えております。 
 まず、１つ目ですけれども、これは下の図にありますとおり、系統全体で流せる量を設

備容量というふうに書いておりますけれども、系統は基本的には、１回線が故障した場合

でも送電できる状態を維持するという原則のもとで運用されておりまして、これは国際的、

欧米も含めて共通の考え方ですけれども、したがいまして、系統が仮に単純な２回線であ

れば、１回線が切れたとき、50％というのが、平常時に流すことができる最大値となりま

す。 
 それから、②ですけれども、これは１断面ですとか年間平均値ではなく、系統を流れる

電気がピークとなるタイミングで空きがあるのかどうなのかというのを評価する。 
 それから、③にありますとおり、接続容量を確保した電源、まだ運転していない電源も

含めて、それらが動いた場合でも確実に流せるかどうかという観点から、空きを評価して

いるということですので、実際の今流れている電気とは、そういうところで考え方が異な

るというふうに考えてございます。 
 しかしながら、この図にありますとおり、白いところですとか、薄いところといった、

今流れていないところをいかに活用していくのかという観点で申し上げますと、43 ページ

にございますように、イギリス、アイルランド、ドイツ、それぞれの国でコネクト＆マネ

ージでありますとか、ノンファーム・アクセスでありますとか、プライオリティー・コネ

クションという形で、こういった系統の空きを活用していくというふうな制度を取り入れ

ている国もございますので、こういった国の事例なども参考にしながら、日本の中での日

本版コネクト＆マネージというものの具体化を図っていきたいと考えております。 
 44 ページ、45 ページは、電力広域的運営推進機関で現在検討されておりますコネクト＆
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マネージの検討状況でございます。 
 45 ページにございますように、想定潮流、空き容量を評価するときの潮流自体をより実

態に見合うものに変えていくということですとか、事故が起きたときに瞬時に電源を切断

することによって、そこの部分の領域を平常時で使っていくですとか、あるいは平常時で

も混んでいれば出力を制御するという形で、新たな電源を接続していくと。こういったル

ールの具体化を検討しているところでございます。 
 続きまして、46 ページでございますけれども、出力制御の最適化と公平性、予見可能性

の確保と書いておりますけれども、先ほどの３種類の系統制約、それぞれの日本全体のエ

リアで生じております。特に九州におきましては、太陽光の導入拡大が進んでいるという

ことで、出力制御を近いうちに行うという状況になってございます。そういったときに、

その出力制御の予見可能性をいかに高めていくか、そのための情報公開、あるいは情報提

供の仕組みをどのようにしていくのかということもご議論いただきたいと思っております。 
 47 ページにございますように、九州エリアでは、今年の４月 30 日の時点で、午後 13 時

の時点では、九州エリアの需要の 73％を太陽光が発電するということになっておりまして、

火力を抑制したり揚水を使ったりしながら、供給と需要のバランスをとってきております。

今後、再エネの出力制御を実施するということになるために、この秋に、事業者を交えた

訓練なども行っているところでございます。 
 それから、48 ページでございますけれども、運用に加えまして、今後、2030 年以降も見

据えた系統の設備維持・形成の在り方と書いてございますけれども、2030 年以降も見据え

れば、一定の系統増強及び更新投資は、いずれにしても必要になると考えられます。こう

した中で、再エネの導入拡大に伴う社会全体のコストを最小化する観点、それから費用負

担の公平性にも配慮しつつ、いかに費用対便益が最大となるような設備形成を行っていく

のかということが重要ではないかと考えておりますので、こういった点もご議論いただき

たいと思っております。 
 49 ページ、これは従来、基本的には接続希望があったときに系統を増強するという考え

方のもとに進めておりましたけれども、１社では負担が大き過ぎる場合もあるということ

で、工事費負担金を複数の事業者で共同負担する、いわゆる電源接続案件募集プロセスと

いうものをルール化してございます。これが全国で既に 12 エリアで完了し、23 エリアで実

施中という状況でございます。 
 50 ページをごらんいただければと思いますけれども、東北エリアでも今、大規模な募集

プロセスというものを開始しておりまして、募集自体は、東北エリアの最大電力需要を上

回る規模の応募が来ておりますけれども、先ほどのコレクト＆マネージのところでの検討

も踏まえまして、想定潮流の合理化を最大限適用することによって連系可能量を算出した

り、あるいは工事が完了前であっても、一定条件のもとでの暫定接続というものを検討し

たり、さらには、さらなる希望者につきましては、ノンファーム型のルール化というもの

も、東北エリアにおいて検討していく方向で、今、議論が行われているところでございま
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す。 
 それから、最後、51 ページのところの調整力の確保ですけれども、再エネの、特に自然

変動電源の導入が拡大する中で、この調整力を効率的に確保するための方策と、その制度

についても検討を深めることが必要ではないかと考えております。 
 52 ページをごらんいただければと思いますけれども、特に北海道エリアにおきましては、

火力発電が少なく、風力の出力変動に追随できないという状況になっておりまして、個別

の発電所ごとに蓄電池を設置していただくという方策のほかに、系統側に蓄電池を置くと

いうふうな方策ですとか、あるいは北本連系線を活用して、他エリアから調整力を確保す

ると。こういったさまざまな対策を組み合わせながら、必要な調整力を確保していくとい

うことが行われております。 
 53 ページのように、欧州におきましては、一定規模以上の再エネ電源に対して、リアル

タイムで出力の制御を求めると。こういった形で、再エネ自身にも調整力を持ってもらう

というふうな形での系統運用も行われているところです。 
 それから、次の 54 ページと 55 ページのあたり、これは再エネをいかに使っていくのか、

その出力制御をするというのとあわせて、いかに活用していくかということで、蓄電池で

ありますとか、55 ページにありますように、水素としてエネルギーを貯蔵するという、

Power to Gas 技術というものも、海外で行われたりしているという状況でございます。 
 それから、56 ページにございますように、エネルギーリソースを遠隔に制御することで、

需給バランス調整サービスを提供する事業、こういったＶＰＰ事業というのも、これから

再エネが拡大していく中で重要になってくるということですので、こういったものの制度

設計というのをいかにやっていくのかというのも、あわせて検討していきたいと考えてお

ります。 
 
○山崎新エネルギー課長 
 それでは、最後に私から、論点３、事業環境整備と題しましたところをご説明させてい

ただきます。 
 58 ページからごらんください。事業環境整備という名前にしていますが、まさにＦＩＴ

からの自立と太陽光に偏重して進んできてしまいましたが、そのバランスのとれた導入促

進を行うための事業環境整備ということで、上の箱の矢印のところに書いてございますけ

れども、規制・制度のリバランスという言葉を使っていますが、その規制を緩和するとこ

ろと規制を適正化するところ、そういったもののリバランスがまだまだ必要な部分がある

のではないかということで、幾つかの論点に分けてございます。 
 まず（１）でございます。長期安定発電を支える事業環境の整備ということで、いわゆ

る未稼働案件ですけれども、熟度の低い案件というものが出ていると。さらには、事業期

間中にメンテナンスを行わなきゃいけないわけですけれども、ただ、そういったものの準

備がおろそかになっているのではないかということの事態、太陽光のところでも指摘させ
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ていただきましたが、懸念が顕在化してきております。こうしたところを踏まえまして、

認定量と導入量の極端な乖離といったものが生じないような、確度の高い案件だけが認定

を取得できるといったような仕組み。さらには、ＦＩＴが終了しても発電事業として自立

できるような、発電事業者としての適正な事業実施を担保する仕組みというものをご検討

いただくことが必要ではないかというふうに考えてございます。これが（１）でございま

す。 
 続きまして、59 ページの（２）でございます。再生可能エネルギーの新たな使い方の促

進ということで、まさに自立をするという、この中で、売電ではなく自家消費が合理的な

選択となるということも想定されまして、2019 年からの家庭用太陽光のＦＩＴ切れの電源

の有効活用といったようなこと、それを機にしたＥＶ・蓄電池を組み合わせる、自家消費

をする、貯めた、余った電気をアグリゲーションビジネスとして横でつなげる、そういっ

た再エネの新しい使い方の可能性が広がっていくという中で、まさにＦＩＴ卒業電源のビ

ジネスモデルの確立、さらには再エネの非化石電源としての価値が適切に評価される仕組

みづくりといったようなものを通じまして、再エネの新たな活用モデルを拡大していくと

いうことが重要ではないかという論点でございます。 
 60 ページ目、61 ページ目、62 ページ目は参考資料でございまして割愛させていただき

ます。 
 63 ページ目、最後をごらんください。事業環境整備の３つ目としまして、立地制約のあ

る電源の導入促進ということで、この現行のＦＩＴ制度は買取を長期間にわたって固定価

格で保証するという一方で、立地地域の選定、調整は専ら事業者が役割を担うと、こうい

う制度設計になってございます。したがいまして、ポテンシャルがあったとしても、この

立地制約による事業リスクというところが高い場合には、結局ＦＩＴがあっても、発電コ

ストが下がらない、導入が進まないという可能性があるということでありまして、例えば

洋上風力については、政府などがこのヨーロッパでは導入計画を明確化しながら、いわゆ

るセントラル方式といったようなもので事業者のリスクを軽減する仕組みが採用されてご

ざいます。このような制度とあわせまして、発電コストの低減が行われていることを考え

ると、この大きな導入ポテンシャルとコスト競争力とが両立し得るこの重要電源である洋

上風力につきましては、この海域の利用ルールの明確化など、我が国に適した導入促進策

というものを制度整備も含めて検討していく必要があるのではないかという論点を立てさ

せていただいてございます。 
 また、立地制約のある電源としてのもう一つ典型的なものは地熱でございます。この地

熱につきましては、国による資源量の調査の加速化とか、さらには有望地域での地元調整

を円滑に進めるための方策といったものを検討するといったようなことが必要ではないか

という、このような論点を立てさせていただいてございます。 
 残り３ページは、洋上風力の欧州におけるセントラル方式の例でございまして、参考ま

でに添付をさせていただいてございます。 
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 長くなりましたが、事務局からの説明は以上になります。 
 
○山地委員長 
 説明どうもありがとうございました。 
 それでは、ここから前半の論点についての質疑応答及び自由討議ということにさせてい

ただきたいと思います。いつもやっておりますように、ご発言をご希望の方、ネームプレ

ートを立てて発言希望の意思を提示していただければ、私のほうで、たくさん立ちますと

順番が時々前後しますけれども、順番に指名させていただきますのでよろしくお願いいた

します。 
 どうぞご遠慮なく、いかがでしょうか。いずれ発言されるのですから、遠慮なく。 
 まず、では江崎委員からどうぞ。 
 
○江崎委員 
 どうもありがとうございます。幾つかお話を聞いていて、検討したほうがいいかなと思

ったところは、37 ページとか 46 ページのところで、系統にどういうふうに受け入れる、良

好に受け入れるかというお話の議論が行われていますけれども、前回の勉強会のときにも

ちょっとお出ししましたけれども、似た話は実はインターネットのときにもありまして、

ちょっと上のレイヤー、つまり電力レイヤーでの受け入れをするときに物すごく手間がか

かりますけれども、その下の物理レイヤーのほうでやると非常にやりやすくなるというこ

とで、実はインターネットはうまく自由化とコストダウンができたわけですけれども、そ

ういうふうに考えていくと、系統への受け入れをするときに、例えば自営線を含めた物理

レイヤーの使用を可能にするということは、可能性とすると非常に大きなポイントになっ

ていくだろうということが言えます。それは、ちょうど東北のほうでやっている東松島市

での実証実験、これは自営線を使った再生可能エネルギー、それから、この中でいうと

Power to Gas を含めた実証実験というか、実証システムになっているわけですけれども、

こういうシステムは、実はこの中には自宅の太陽光パネルとエネファーム、水素電池を含

めたところと地域レベルでのエネルギー、それに系統がどういうふうに連携していくかと

いうところが非常にうまくいっているところで、そこでのやっぱりポイントになっている

のは物理レイヤー、物理レベルのところでの電力での受け入れであるというところも含め

て、物理的に物理資源を上手に使うことができるようにするということが、非常に有効に

動いています。これは言ってみれば、コネクト＆マネージのための設備、資源の正確な把

握と公開をするというところに非常に関係をして、それがしっかりできていれば、あいて

いる資源に対しての利用を、必ずしも系統電源を運用している人が運用するのではなくて、

その資源を上手に、地域の、あるいは違う電力事業者の方が利用するというようなことが

可能になるということだと思います。 
 そのとき、一つ、インターネットのときに非常に、運用上、出てきたこととしては、実
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事業でやる場合には、特にドミナントキャリアのほうが、これでいうと系統電源の事業者

になりますが、新しく入る人に対しての上手な渉外を、ビジネス上、出してきているとい

う意味において、その監視をどうするかと、どういうふうに公正な資源の提供が行われて

いるのかということを、しっかりと監督省庁がそれを見るというようなところがうまくい

ったので、あのとき、グローバルインターネットは上手に物理資源の利用が促進されたと

いうところがございますので、そこは一つ、普通に言われている系統への受け入れとは違

う、もう一つのオルタナティブとしての自営線に近い形での物理エリアの利用というとこ

ろを進めるというのが一つ価値があるのではないかというふうに思っております。 
 それに関連すると、実は先週、中国から帰ってきましたけれども、中国の送電網は実は

大規模電力需要事業者と電力の消費者と送電網との連携を非常に意識して、システムを今、

つくろうとしていると。具体的にはかなりの電力を使う。私の場合、データセンターのお

話で中国もすごいわけですけれども、データセンターと発電源をちゃんと結んであげられ

るようなシステムをつくっていくというようなことを、実は戦略的に進めていることによ

って、再生可能エネルギーがそこに上手にバンドルされているということです。これはこ

の前、お示しをしたアップルのデータセンターあるいはグーグルのデータセンターを含め

て、再生可能エネルギーを上手に組み合わせた形で実は彼らは運用しているということを

考えていくと、こういう大規模事業者と系統がどう連携するか。そこに再生可能エネルギ

ーが入ってきたときに、実際に彼らと話して出てきているのは、１事業所に対しては複数

の引き込みが可能な法律のたてつけにはなっているんですけれども、これを実際にやろう

とすると非常に制限されていて、事実上、ほとんどの事業所の方々は複数引き込みをでき

ないというふうに、考えていらっしゃる方がほとんどだと伺っております。これは情報の

周知の問題なのかもしれませんけれども、法律上は可能だと。 
 しかしながら、運用上、約款で非常に難しい問題なので、１事業所複数引き込みができ

ないというふうにはなから思っていらっしゃる大規模事業者が非常に多いと。そうすると、

再生可能エネルギーのラインと普通の系統ラインが両方入っていくというような形でのデ

ザインが、今のところ、なかなかうまくできていないというお話を伺っております。関連

をすると、高圧系の引き込みの時期に対する紹介をすると、非常に不正確な返事しか返っ

てこないと伺っております。特に 20Ｋ、それから、60Ｋ以上の見積もりをすると、例えば

平気で５年とか７年とか、わかりませんとかというのが来ると、そもそも大規模事業者の

ビジネスがスタートしないので、そうすると、再生可能エネルギーを使う事業者そもそも

がプランをつくれない、事業プランをつくれないということが起こっているということを

聞いておりますので、そういう観点からも、どういうふうな状況に送電システムがなって

いるのかという情報の正確な把握と公開というのは非常に早急に行うべきですし、そうい

う情報がちゃんと特に大規模な事業所に対して、もちろん大規模以外のところもそうです

けれども、情報の流通とルールの周知というのが非常に重要ではないかというふうに思い

ます。 
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○山地委員長 
 ありがとうございました。 
 では、この後、長山委員、それから岩船委員というふうにいきたいと思います。 
 では長山委員、どうぞ。 
 
○長山委員 
 まず、そもそも論と論点１のコスト競争力強化について意見を述べさせていただこうと

思うんですが、まず、そもそも論で、今回の委員会で次世代電力ネットワークというのが

そもそもどういうものかということですよね。37 ページでも次世代型の系統運用・設備形

成というのがこう出てきているんですが、今、江崎先生がおっしゃったようなものかもし

れませんが、次世代型の系統運用・設備形成のベストプラクティスのようなものを提示し

ていただいて、それについてメンバーが共有すべきではないのかなというふうに思います。

まず、そもそも論でございます。 
 次に、コスト競争力なんですが、このコスト競争力というのは、これは何に対するコス

ト競争力なのかというのがあります。まず、日本のほかの電源に対するコスト競争力とい

うことですと、グリッドパリティになるのは時間の問題であるということなので、論点で

いうならば、これをどう加速させるかということ、例えば太陽光ならば、この工事費など

建設設置に関するコストが異常に高いので、ここら辺のコスト低下にも手をつけていかな

いといけないということがあると思います。 
 もう１個の観点で、海外のメーカーに対して、海外の再エネ事業者さんに比べてどうや

ってコスト競争力を強化するかということを考えるならば、日本の再生可能エネルギー関

連メーカーさんがグローバルで戦えるような水準のコスト競争力をつける必要があるとい

うことが重要であると思います。そこで、例えば蓄電池の例なんですけれども、アメリカ

のテスラさんとかですと、５万円から６万円/kWh で販売しつつあるところを、日本では１

桁高いレベルであります。韓国もアメリカと同じように非常に安い価格を出してきていま

す。ＩＥＡの 2017 年のワールドエナジーインベストメントという資料を見ますと、蓄電池

の投資額実績で韓国が米国を上回っているということで、大量生産に向けて、大量生産・

低コストということで、非常に大きな投資がされていると。この背景には、例えば韓国政

府がケプコ、韓国電力に対して系統用蓄電池導入指令を出して、そこで韓国メーカーのＬ

Ｇ、サムスン等が大量受注をして、量産効果でコストダウンをしているということなので、

こういった面で、コストダウンに向けて日本政府さんも支援をしていく必要があるのでは

ないかと思います。 
 あともう一つは、コストだけではなくて、コスト以外の制御システムが例えば蓄電池等々

では重要になってきまして、例えばドイツのＶＰＰ・小売りのゾンネン社というところは、

ソニー、現村田製作所の電池セルを使っているんですが、それを組み合わせてランプ制御

をしたり、ポートフォリオ管理をしたり、市場の価格動向を見ながら、どこにどういうふ
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うにして充電や放電を指示するかというシステムにすぐれていますので、コストだけでは

なくて、システム全体について、日本企業は競争力を持つ必要があるというふうに思いま

す。 
 あともう１点なんですが、ＦＩＴからＦＩＰに移管する議論で、35 ページの左下にドイ

ツにおけるＦＩＴ設備容量に占める直接販売、これはダイレクトマーケティングで、いわ

ゆるＦＩＰというものなんですけれども、この比率が出ています。ドイツでは 2012 年にＦ

ＩＰかＦＩＴを選べるようになりまして、2014 年からＦＩＰが義務化されたわけなんです

けれども、2012 年にこの洋上風力、陸上風力が急にこう増えていますね。太陽光は全然増

えていないんですね。どうして太陽光がＦＩＴのままいるかといいますと、このＦＩＰ、

ダイレクトマーケティングになるときに、いわゆる遠隔からの制御設備をつけないといけ

ないということがありまして、ここで太陽光の事業者が非常に小規模であったので、コス

ト的に制御設備をつけるメリットがなく、結果としてＦＩＰに移れなかったということが

あります。したがって、そこでちょうどこの時期にＶＰＰというのが出てきたのは、そう

いった人たちを救済するというか、まとめるようなビジネスができて、今に至っていると

いうことです。政策とＶＰＰの動きというのはかなり連動しているというところがありま

すので、こういうところを見ながら、我が国でも小規模の太陽光をどう救っていくという

ような議論をされたらいいのではないかと思います。 
 あと、ＶＰＰが成立するためには、需給調整市場ですとか、卸市場の中でも、特に当日

市場というのがかなり大きくないと、ＶＰＰが収入構造の多様化をできませんので、そう

いった市場設計というのも含めて、あわせて同時進行で進めていかないといけないという

ふうに思います。例えばドイツでは、ことしの６月に需給調整市場で大きな改革がありま

して、２次予備力と３次予備力で、再エネなど事業者がより入りやすいように、週１回の

入札から毎日の入札になったり、取引商品がより細かい次元、オンピーク、オフピークか

ら４時間ごとになったり、再エネがより入るような市場づくりもしていますので、こうい

ったことも含めて、市場の政策は連動しながら進めていくのがいいのではないかと思いま

す。 
 以上であります。 
 
○山地委員長 
 ありがとうございました。前半のところで、次世代型ネットワークというのは何かとい

うのは一般的な質問ですけれども、もし答えられるなら後で答えていただきたいと思いま

すけれども、もう少し委員の皆さんのご発言を集めてからと思います。 
 では、次、岩船委員ですけれども、その後、小野委員、辰巳委員と回していきたいと思

います。 
 岩船委員、どうぞ。 
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○岩船委員 
ありがとうございます。余りにも論点が多岐なので、今回全部はきっと言い切れないんで

すけれども、覚えている範囲で申し上げたいと思います。今回出していただいた３つの論

点はそれぞれ全て適切で、ぜひ検討を深めていただきたいと思っております。 
 まず、一番の根っこの問題は、私はこの６ページの傾きですね。この 2010 年から 2030
年の費用負担等の傾きのグラフがあって、積んでいるグラフがあって、結局、2016 年まで

にこの角度で来たものを、これから本当に寝かせられるのかというところがかなり大きな、

国民負担との兼ね合いということでいうと問題と思っています。 
 2030 年断面で、これが４兆円になっているわけですけれども、結局、2013 年の再エネ以

外の燃料費を含めてもせいぜい９兆円ぐらいしかない、そのうちの４兆円なわけで、これ

ですらすごく大きいのに、かつこれより下にするのが難しいという状況であると、日本の

３ＥプラスＳを満足するエネルギー需給全体に与える影響がとても大きいです。ここを、

本当にどこまで寝かせられるのかということに関しては、ＦＩＴであればもう 20 年先まで

勝負決まっているようなところもあるので、本当は 2016 年より先の見通しもある程度立っ

ていると思います。なので、そういったところをきちんと出していただいて、具体的にど

ういうスケジュールで幾らに下げなきゃいけないのかというのをもっとはっきり出しても

らえないかなと思いました。それがＦＩＴ価格ですとか入札価格の上限などを決める一つ

の指針になるのではないかと思います。 
 あとは、ＰＶなのですけれども、やっぱりネットワークの問題があって、もっと屋根の

上のものをふやしていくべきだと思うんですけれども、新築はある程度今後も進むと思う

んですが、既築はなかなか難しい。コストが高いとか工事の問題とかもありますが、最近

聞いたのが、例えば、ほぼ新築の二、三年後のお家でも、後からＰＶを乗せようとすると

住宅保証が切れてしまう問題とかがあって乗せられないとか、そういう残念なケースも結

構あるということなので、そういう住宅の政策などとリンクさせてＰＶを位置づけていっ

てはどうかと思います。どうも目がどうしても新築ばかりに行っているような気がします

ので、そこを上げないと、今、恐らく戸建て住宅の７、８％ぐらいにしか、まだＰＶはつ

いていないと思いますので、それを引き上げるためには、そういう施策が必要なのではな

いかと思います。 
 あとはバイオマスなんですけれども、バイオマスはやはり海外の輸入材によるものがほ

とんどというかなり残念な状況で、それはそもそも自給率拡大というＦＩＴの趣旨にも合

っていないですし、20 ページにありますような林業の成長、産業化とか、あとは地域の産

業雇用の創出といったそもそもの問題意識に全然合っていないんじゃないかというふうに

思います。内外で制度の適用に差をつけられないという問題はあるかもしれないですけれ

ども、例えば燃料種による価格差などはつけられるのではないかと思いますので、ぜひそ

の点、ご検討いただけないかと思います。 
 あとは、ＦＩＴ切れ後の再エネの話なんですけれども、ＦＩＴ切れの住宅用ＰＶに関し
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て電池を入れていこうみたいな動きがかなりあるんですけれども、明らかに追加設備なわ

けで、しかも今の日本の電池の値段だと、ほとんど家庭は、やっと初期費用を回収したら

終わりか、そこまで補助金で底上げするというレベルの話なので、本来はＰＶの余剰は出

してもらって、系統側で社会費用を最少化となるように、例えば電池をうまくオペレーシ

ョンしていくとかいうほうが理想かと思います。 
 ただ、電気自動車に関しては家ごとに入れる理由があるので、それをうまく使っていく

というのはいいと思いますが、定置式の家庭用電池というのは本当に仕組みとしていいの

かというのは、もう少し考えていただきたいなというふうに思いました。 
 あとは、これは非化石市場との連携だと思うんですけれども、ＦＩＴ切れのＰＶという

のは明らかにＣＯ２フリーの価値がありますので、そこにきちんと対価を支払ってもらえる

ような仕組みがあれば、少し買取価格もプレミアムがつくのではないか。そのためには、

非化石市場のほうで、本来環境価値がないＦＩＴ電源に余り価値がついてしまうと、その

ＦＩＴ切れ電源の環境価値が生かされなくなってしまうので、そこは慎重に、それは市場

のほうの設計なのかもしれないですけれども、きちんと考えていただきたいなと思います。

やっぱり全体として、今、ＦＩＴありきで我々は議論しているんですけれども、この負担

をいつまでも負い続けられるのかというのがすごく大きい問題かと思いますので、ＦＩP へ

の移行を含めて、ぜひ経済的な部分についてフォーカスしてご議論いただきたいなと思い

ます。情報の流通が大事という話もあったんですけれども、それも私もすごく同意なんで

すけれども、ただ、これはネットワーク側の問題だけじゃなくて、例えば再エネ側からも

十分情報が本当に出てきているのかという話もあると思います。そういう意味で、全ての

プレーヤーがなるべく情報がオープンにできるような仕組みを目指していただきたいなと

思います。 
 以上です。 
 
○山地委員長 
 ありがとうございました。家庭用の買取価格終了後の対応については後半にまた議論い

たしますので、よろしくお願いします。 
 では、続きまして小野委員、お願いします。 
 
○小野委員 
 ありがとうございます。 
 まず、総論でございます。６ページに再エネ負担総額の見通しが示されておりますが、

電気料金は国内産業競争力あるいは国内の生産活動への投資意欲、こういったところに非

常に大きな影響を与えることから、ＦＩＴの負担者である需要家の予見性を確保する観点

からも、少なくともこの負担額のイメージを超えないような運用をお願いしたいと思いま

す。それに合わせて各種施策を実施すべきであると考えます。 
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 それから、ＦＩＴ認定済み案件は、早晩稼働していくことを考えれば、既に 22～24％相

当の再エネ導入というミックスの目標の達成は、ほぼ見えているのではないかと思います。

くれぐれもＦＩＴ負担がミックス想定を超過することのないよう、買取費用総額に上限を

設けるなど必要な対策をとっていただきたいと思います。 
 ここからは、提示いただいたそれぞれの論点について意見を申しあげます。 
 まずコスト競争力の強化でございます。再エネコストの低減が、電力需要家に還元する

ことが重要であると考えます。現在、さまざまな改善がなされているＦＩＴ制度ではあり

ますけれども、まだ発電事業者にコスト削減のインセンティブを与えるには至っていない

と考えます。事業者が自発的にコスト削減を進めるような制度への移行をぜひお願いした

いと思います。 
 それから、論点２、系統への円滑な受け入れでございますが、系統電力需要の大きな拡

大が見通せない中で系統増強を行うということは、国民負担の増大につながることが懸念

されるわけです。ここにありますような日本版コネクト＆マネージをはじめ、既存系統を

最大限活用する取り組みに力点を置いていただきたいと思います。 
 また、系統への受け入れを円滑かつ経済合理的に進める観点から、適切な情報公開を前

提に、再エネ発電事業者自らが発電計画を策定し、インバランスリスクを負う仕組みとす

べきではないかと思います。あわせて、変動電源には一定の出力調整機能の搭載を義務づ

けることも考えてはどうかと思います。 
 論点３、事業環境整備についてでございますが、まず総論として、ＦＩＴから自立を図

るべきという方針に賛同いたします。洋上風力発電については、海域利用ルールの整備を

進めるなどする方針には賛成いたしますが、その前提として、入札制度に移行する必要が

あろうかと思います。その際、洋上風力の規模拡大や開発期間の短縮を織り込んだ上限価

格を設定することも重要ではなかろうかと思います。 
 以上でございます。 
 
○山地委員長 
 ありがとうございます。 
 岩船委員からもＦＩＴの負担の話がありまして、先ほどの説明でも、現状で２兆円、今

後プラス１兆円でいかないといけないという話ですけれども、何かそこに総額と書かれて

いると、２兆円、１兆円も十分大きいので、総額かと思うけれども、これは年間の総額で

すから、非常に大きいんだというふうな認識はやっぱり必要かと思っております。 
 では辰巳委員、お願いします。 
 辰巳委員の後は荻本委員、松本委員といきます。 
 
○辰巳委員 
 ありがとうございます。 
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 まず、ここのお話ではないのかもしれないなとは思いますが、エネルギーミックスの 2030
年の再エネの比率、22 から 24％という数値についてですけれども、今回の委員会のテーマ

である大量導入というお話にそぐわない数値だなという気がします。例えばきのうのＮＨ

Ｋの低炭素の番組を見ておりましても、強く思いましたし、それから今回提示くださって

いる９ページの、下のほうに諸外国というか、再エネの進んでいる国々の 2020 年、30 年

の目標数値が上げられていますが、その中で日本がとても少ないなと思ったのが大きな印

象です。だから、この 22 から 24 という数値でも、かなり大変だとは思いますが、もっと

抜本的に何かできないのかなと思っています。 
 それで、そのためにですが、一つはいろんな意味でですが、社会での受容性というのが

とても大事であると考えています。今回も課題として、太陽光発電に関しても 16 ページに

少し書いてくださっているような問題もありますし、そのあたりのコミュニケーションと

いうお話もあったかと思います。日本の国として今後再エネを大量に導入するために、関

係者だけが理解するだけではなく、地域や社会のだれもがきちんと理解できるような形で

進めていけるといいなと思います。また、20 年の買取期間終了後の事業者にも、発電事業

者としての責任を持っていただきたいと思います。事業者ですから事業の経営上はＣＳＲ

という取り組みもされると思いますが、先ほど言った社会でも受容してきて使われてきた

わけで、その社会の受容性の中にはもちろんＦＩＴの賦課金の話も入るわけで、国のエネ

ルギーのとても大事な根幹を担うわけなので、その事業者に発電事業者としての責任をた

だ任せるだけでは不十分じゃないかと私は思います。それで、今のところ、20 年でそれっ

きりというふうな形になっておりますもので、何らかの義務を考えるようなことも、場合

によっては必要じゃないかなと、例えば太陽光パネルのリサイクル法のようなものをつく

って、きちんと片づけもするし、それから当然ですが機能している間は、きちんと発電事

業者としての役割を担っていただくようなことを、何らかの形にしていっていただきたい、

制度としての形にしていっていただきたいなと思っています。 
 あと、そうは言えども、やっぱりコストが高いからなかなか普及しないんだというお話

がありますが、コスト競争の話というのは、導入のスピードとも大いに関係するんじゃな

いかと思いますもので、事業者の側に下げる努力をお願いするだけではなくて、やっぱり

導入スピードを上げるための政策がとても重要で、鳥と卵の話になるのかもしれませんけ

れども、それがきょうというか今回の委員会の目的であるというふうに思ってはいるんで

すけれども、難しいお話なので、連系線の話等は、ぜひうまく進むように私としては望み

ます。とにかく言いたかったのは 2030 年、22 から 24％位であがいていたら、日本は世界

からとても遅れるなというふうに思ったということです。よろしくお願いします。 
 
○山地委員長 
 ありがとうございました。 
 では荻本委員、お願いします。 
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○荻本委員 
 ありがとうございます。それでは、何点か述べさせていただきます。 
 まず、資料１にございましたところを言及させていただきたいんですが、「我々は再生可

能エネルギーを大量に導入すること自体が目的ではない」ということを確認いただければ

なと、まず思います。それは、第１行目にございますように、「2030 年度のエネルギーミッ

クスを着実に達成する」、または今のご発言を入れるとすれば、「超過達成する」というこ

とが目的、目標であり、その再エネを導入すること自体が目的ではないということだろう

と思います。そのときの原則は、岩船委員からもありましたけれども、3E+Ｓという原則が

ございますので、我々、今回の検討でも常にこれに立ち返って考えていかないといけない

と思うわけです。特に大切なそういう観点から、常にやっぱり戻ってこないといけないこ

とは、我々が検討する、または考える政策というものは、「社会コスト、ミニマムな選択で

あるのか、それから公平な負担を実現するものであるのか」、このあたりを非常に留意して

考えなきゃいけない。ともすれば、何々をするためにという議論になりがちですから、い

つもここに戻るような議論であってほしいというふうに、まず第１番目に思います。 
 第２番目は、再エネ、事務局の資料にもございますように、海外は随分先を行っている

というようなところがございます。ということなので、よきにつけあしきにつけ、海外で

どんなことが起こって、どんな工夫がされて、今どういうことをまさに考えているのかと

いうことを、一部の報道にあるように、いいとこ取り、その伝える人たちが考えに都合の

いいところを抜き出すということではなくて、しっかり全体を把握するような視点を持っ

ていただきたいということでございます。海外でやっていることについても、非常にうま

くやっていることもあります。先ほどもコストミニマムか、公平な負担かに関して、疑問

のあるような点もございます。ですから、丸のみにせよということではなく、必ず批判的

に見た上で、我々の将来を考える材料として全体を把握するという意味で、海外というも

ののベストプラティクスを見ていくということをぜひお願いしたいというふうにうわけで

す。 
 例えば事務局資料にデンマークというのが、フェーズ何とかというところ、非常に高い

ところにございます。もう別の機会で何度も申し上げていますけれども、デンマークとい

う独立した電力システムはないはずであるのに、公然とあの資料では載っている。なんで

すけれども、私、この前、感心したのは、米国の自然エネルギーナ国立研究所のプレゼン

では、デンマークのところにアスタリスクがついていて、それは、電力システムではなく

国単位だという、ちゃんと注がついています。ということで、日本も、国際機関の資料に

あるから、それが全部合っていると丸のみすることではなく、それが意味するところをち

ゃんと解釈して、我々の判断につなげていくべきだというふうに思うわけです。 
 次はコスト低減というところなんですけれども、やはり日本のやってきたことは、「ほと

んど機能のないものを安く入れようとしてきた」ことです。もっと言えば、それもできて

いなかった。つまり、安くなるメカニズムが内包されていない制度をつくってしまったが
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ゆえに、非常に苦労している。ただ、今いろいろな努力が行われている。でも、まだまだ

やることはいっぱいあるということで、個別の技術、コスト低減には重きを置いていただ

きたいというふうに思うわけです。そのときに重要なものは、先ほど既に出ていますけれ

ども、kWh が安いものがいいものではなくて、適切な出力を制御できるという必要な機能

を持ったものが安く提供されて、初めて価値があるものになる。 
車からブレーキを取れば安い車はできるかもしれませんが、そんなものは存在しません。

しかし、今の再エネにはブレーキのない再エネ発電設備が山のようにあります。というこ

とで、必要な機能、その必要な機能というのは、たまたま今、議論されている機能だけで

はなくて、やはり世界の動向を見た上で、将来、日本がこれから 10 年、20 年の（電力シス

テムの）ストックを形成する中で必要とする機能は何なのかというものを考えた上で、そ

れが安くできるようなものでないといけないというふうにぜひ考えていただきたいかなと

思います。 
 「どの種類の再エネを」という観点にいきますと、全ての再エネをずらっと並べて自慢

げに提示するのが日本の将来ではないかもしれません。つまり、どの再エネをどの段階で

どのくらいどの地域に入れるのかというところにそれなりの戦略というものがあってしか

るべきですし、その場合、必ずしも最初の 10 年で入らないものがあっても結果として致し

方ないということも考えていかないと、非常に高いものを選択することになるような気が

いたします。 
 次に系統制約というところで述べたいことに移ります。系統ということを考えますと、

送電線が通らないという点が非常に強調されております。これに関しては、私も参加して

おります系統ＷＧという場でも少しずつ議論が進んでいるということで、系統、送電網を

最大効率的に使うということには一定の前進があると思います。 
 他方で、全く前進がない部分がございます。これは経済負荷配分という領域でございま

す。つまり、今は太陽光発電、風力発電とも、出前の出力をなるべく最大限、技術的な可

能な範囲で受け入れようということがルールとなっておりますので、「経済的な運用をして

はいけない」という制約がはまっています。再エネを最大限に受け入れるというプロセス

の中で、ともすれば安定供給についても若干問題が出るということも出てまいります。と

いうことで、電力システムは、停電になっては非常に問題のある重要なシステムですから、

これが安定かつ経済的に運用されるという原則に、再生可能エネルギーの運用も移行でき

ないかということを非常に大きな論点にできないかということが私からこの場でお願いし

たい最大の点でございます。これを実現する技術的な機能というのは、先ほど申し上げま

した出力を制御できる、つまりブレーキのついた再エネ技術ということになるんだろうと

思います。 
 （２）の公平性・予見性ということにつきましては、再生可能エネルギーが大量に入っ

たときにどのような運用になるのかというのは、非常に解析評価の難しい分野です。これ

は世界的にも十分できているとはいえない分野でございますので、これが着実に進むよう
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にどうしてやっていけばよいのか。今は電力会社のほうで一生懸命解析をしていただいて

いるということがございます。ですが、いろいろな機関が必要なデータを使ってさまざま

な視点で評価できるということもだんだんと蓄積できないかなというふうに思っておりま

す。 
 それから、調整力の確保という話題がございます。これに関しては、どうしても新しい

技術に目が行きがちです。しかし、これはヨーロッパ・アメリカが着実にやっているよう

に、既存の電源がどこまでできるのかというところを忘れないで、むしろそちらを先に実

現した上で新しい技術がそれについていくというような観点もぜひ入れていかないといけ

ないだろうというふうに思います。 
 それから、事業環境の整備というところに関しては、バランスという言葉がございまし

た。このバランスというものの定義によるわけですけれども、我々、最初にちょっと申し

上げましたが、2030 年、またはその先に実際に日本が必要とするものという意味でバラン

スをぜひ考えていただきたい。安易にこういう再エネの技術があるから、これもこれも全

てやるのかやらないのかということは、私が言うような話ではございませんが、間違いな

いことは、おｎ将来、日本にとってどういう姿が重要なのか、目指すのかというところを

ベースにしたバランスということにしていただければと思います。 
 ということで、最後ですけれども、前回紹介がありました検討会の中で、私のほうから

海外でこういうレポートがあるということをベースに報告をさせていただきました。必要

があれば、今回、リバイズ版を出すということも考えたいと思いますので、ぜひ海外のい

いところ、悪いところを丸のみにというか、全体を把握するという視点を入れていただき

たいと思いますし、これをやらないで、あしたの政策、５年後の政策だけを見ると、結局、

世界に適用できないものを伸ばしてしまうということで、競争力が落ちるということにも

なりかねないということだろうと思います。 
 以上です。 
 
○山地委員長 
 どうもありがとうございました。冒頭に言われた、本委員会の目的は大量導入というの

ではなくて、コスト競争力のある主力電源ですということ、コスト競争力になる主力電源

になれば、恐らく大量に入るだろうし、後半に言われたところの経済負荷配分でも合理化

的な対応になると、私はそう思っていますけれども。 
 次に進めますと、松本委員ですが、その後、松村委員、髙村委員、圓尾委員、新川委員

と、これで一通り委員は回ります。 
 あと OCCTO の佐藤さんが入っていますので、その後ということで回していきたいと思

います。 
 松本委員、お願いいたします。 
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○松本委員 
 ありがとうございます。 
 私からは、論点１のコスト競争力の強化及び日本企業の技術の競争力については、洋上

風力発電、太陽光発電、そしてバイオマスについて、それぞれお話ししたいと思います。

そして、論点２の系統への円滑な受け入れについても少しお話をさせていただきます。 
 まず、洋上風力発電は、欧州では政府主導で開発可能なエリアをゾーニングし、また、

入札制度を導入するなどの施策によって、洋上風力の発電コストが大幅に低下して、主力

電源の地位を確立しつつあります。 
 また、ドイツのブレーマーハーフェンなどの港湾都市では、風力発電産業の拠点化が進

んでおり、ドイツの経済成長や雇用拡大に大きく貢献しております。日本は島国で、海に

囲まれ、ＮＥＤＯの風力発電ポテンシャルマップを見ても、導入可能性が高い地域が多く

存在しています。日本の洋上風力の現状の課題としては、一つに建設費の高さなどから発

電コストが高い水準にあること、また、系統接続の問題、そして、地域との共存の観点か

ら漁業権の問題があり、海の利用ルールが明確ではないことなどが課題としてあるかと思

います。 
 今後、洋上風力を日本で成長させていく上では、やはりルールを明確化して、地域との

共生につながるような仕組みが必要ではないかと思われます。さらに、経済産業省、環境

省、国土交通省が連携して、日本の開発可能な海域の調査など、事業者の負担を軽減でき

るような施策も求められるのではないでしょうか。こうしたさまざまな施策を積み重ねた

結果、コストが低下していくことが期待されると思います。 
 一方、現実的に、経済的に見合い、また、成長が期待できる洋上風力発電事業を日本で

展開していくことは、容易ではないと思われます。先ほど荻本委員がお話されましたがが、

洋上風力が進んでいる欧州の事業者の知見や技術、施策を積極的に情報収集し、研究し、

全体のプロジェクトを俯瞰して把握することが重要であること。さらに小野委員も意見さ

れましたが、導入事業に当たっては入札制度なども導入してコストの低減を図っていく施

策が必要になると思われます。 
 続いて、太陽光発電については、固定価格買取制度の開始により導入が急拡大しており、

発電電力量に占める割合も全体の５％程度を占めるまでに成長しています。 
 一方、再エネ賦課金の増大、また、一部の地域での設備不良や景観問題など住民とのト

ラブルが発生するなど、さまざまな課題も生じてきております。今後は、民間企業がポス

トＦＩＴを見据えた新しいビジネスモデルを主導し、政府がそれをバックアップしていく

方向へシフトする必要があると考えます。太陽光発電の主力電源化を目指していくために

は、国内事業を基盤としながらも、日本企業が海外展開も見据えたビジネスに国が積極的

に支援をしていくべきではないかと思います。 
 例えば、アジアや中東、北米、南米などの海外市場においては、一部の日本企業は既に

ドイツやフランス、アメリカの企業とのジョイントベンチャーなどで、エネルギー貯蔵や
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スマートグリッドなどの関連ビジネスにビジネス機会を広げています。多様な発電設備の

ＩｏＴ化、ビッグデータ解析技術、24 時間遠隔監視などの高付加価値サービスなども、日

本企業が戦える分野ではないかと思います。日本の製品が国際競争力を持つようになり量

産化されるようになれば、再生可能エネルギーの安定電源化、また、コスト低減につなが

るのではないかと思います。 
 そして、バイオマスについては、先ほど山崎課長からメタンガス発電の利用が遅れてい

るといったお話がありました。たまたま数日前に、宮崎県の霧島酒造のバイオガス発電所

を訪ねる機会がありましたが、焼酎製造工程で発生する焼酎かすを利用し、工場内にメタ

ンガス発電のプラントを導入し、発電や熱利用の自家消費を進めていました。発電の一部

は九州電力に売電していますが、基本的に産業廃棄物をうまく発電に利用した自家消費型

のもので、さらに売電をしているベストプラクティスではないかと思います。こういった

企業の成功事例を広く多くの事業者の方に知っていただくために、情報発信をされるとよ

いのではないかと思います。 
 最後に、系統接続の問題、系統の円滑な受け入れについてコメントさせていただきます。

１カ月ほど前に、九州電力の中央給電指令所を訪ねる機会がありました。太陽光や風力の

出力変動をいかに平準化させるか、系統接続量ぎりぎりまで再エネを受け入れるため、予

測技術の開発や変電所に蓄電池を併設するなど、さまざまな方策をとっていましたが、そ

れでもなお需給調整が困難になっており、今年度内に九州本土での出力制御を行う可能性

が非常に高くなっていると伺いました。本委員会では既存系統の最大限の活用が重要な論

点ですが、日本版コネクト＆マネージの検討及び実施を積極的に進めてほしいと思います。 
 また併せて、系統運用者による再生可能エネルギーの出力変動の平準化技術への国の支

援も行っていただきたいと思います。 
 以上です。 
 
○山地委員長 
 ありがとうございました。 
 それでは、松村委員、お願いいたします。 
 
○松村委員 
 まず、先ほどから多くの委員が指摘しているスライド６の賦課金のところです。相当に

厳しい制約条件になっていることを、私たちは改めて認識する必要がある。既に足元で権

利を取っているけれども、まだ売っていないものに関しても、抑制するのは極めて難しい。

そういうものも入った上で、それで傾きを緩くして、この負担に抑えるというのは、相当

にナローパスだということを認識して、できる対策は一刻も早くやっていくべき。 
 その点で、例えば輸入バイオマスを使った認定では、またしても駆け込み的に多い量が

出てしまった。私たちはやはり反省しなければいけないのではないか。輸入バイオマスで、
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可変費用が相当高いような電源を、今後、春とか秋とかの不需要期に、出力抑制をしなき

ゃいけない局面は言うに及ばず、そうでない局面でも、電気の価値が下がっている局面で、

二酸化炭素の価値まで考えたとしても、到底国民経済的にペイしないと思われるような時

期に、大量に輸入バイオマスを炊くのは、再生可能エネルギーの割合が少し増えると言う

メリットはあるにしても、それが国民経済に何の意味があるのかということを、私たちは

ちゃんと考えなければいけない。そういう意味で言うと、Feed-In Premium をずっと主張

してきたのは、電気の価値が低いときには買取価格を低くしようという発想だったわけで

すが、もうこれだけ大量に輸入バイオが入った状況になっていることを前提として、

Feed-In Premium ぐらいの緩い措置では不十分ではないか。むしろ電気が余っているよう

な時期はプレミアムをつけない制度も含めて検討しなければいけないのではないか。そん

なことを諸外国もやっていないのではないかということを言われるかもしれないけれども、

日本の現状を考えれば、諸外国のベストプラクティスを拾ってくるだけでは足りなくなっ

ているのではないか。私たちはこの点真剣に考えて、スピード感をもって制度改革をして

いかないと、この制約は到底満たせないと思います。 
 次に、スライド 42 のところ、参考資料に言及して申しわけないのですが、先ほどからも

ずっと出てきている日本版のコネクト＆マネージに関してです。これで少しでもコストを

下げていく。先ほど、賦課金のことを申し上げましたが、系統コストももちろん大きな国

民負担なわけで、これをどう下げていくのかはとても重要な点。そういう意味で、多くの

人がとても期待している。この図を見ると、実際に容量のかなり少ない部分しか現実には

使われていないことを、改めて皆が知ることになると思います。 
 しかし、これは決して変なことをしているわけではなく、電線が１本切れたというＮマ

イナス１の事故が起こったときに、それで電線が熱容量を超過して焼き切れてしまうなど

というようなことが起こったら大変なので、そういうことのないように運用されていると

いうこと。 
 それから、今の制度だと出なりで出てきたものも受け入れて、それでそれが最大出てき

たという一番きついときでも、おかしなことが起きないように運用しているというも、こ

れも確かにそのとおり。逆に言えば、ここを効率化すれば、流せる量が効率化できる余地

がかなりあるということを示した図でもある。 
 事故が起こったときに、急に発電を抑制するとかという、そういう技術では対応できな

いのか、出なりで全部受け入れるというようなことをうまく抑制するということによって、

はるかに効率性が上げられるのではないかという、その余地を大きく示した図でもあると

思うので、この点については大いに期待しています。 
 前身の研究会で、日本版というのをつけるかどうかで、当時の岡本委員と言い争ってし

まったことがあった。よくよく考えてみると、言っていることはほとんど変わらなかった。

岡本委員が、日本版をつけることによって、欧米ではできるけれども、日本はくし型系統

なんてできませんとかという、わけのわからないことを言って、非常にていたらくなコネ
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クト＆マネージになるのではないかというのを恐れて、つけるのに反対した。私は、欧米

でできているようなことはできて当然。だって、日本はスマートグリッドという点で世界

の最先端を進んでいるってずっと主張していたじゃないか、少なくとも送配電部門は。そ

ういうことを考えると、世界でできることはできて当然で、それよりも日本独自で、もっ

とうまくできるようなところはどんどんやっていくべきだという意味で強く言いました。

その点については、広域機関の検討にすごく期待していて、少なくとも欧米でできるよう

なこともできないとかというていたらくなものになるのではなく、世界に先んじた効率的

なコネクト＆マネージを期待していて、その期待に応えるような制度は、この後、広域機

関から出てくることを強く期待しています。 
 以上です。 
 
○山地委員長 
 どうもありがとうございました。ちょっと、だんだん少し時間も心配になったので、簡

潔に。ご協力いただきたいと思います。 
 次は髙村委員、お願いします。 
 
○髙村委員 
 ありがとうございました。 
 まず、この委員会の議論の前提として、先ほど両部長と山地委員長がおっしゃった点な

んですけれども、私の目から見ても、ここ数年考えてもいなかったような速度で再エネの

コストが下がってきていて、世界的には、ですから、コスト競争力のある電源として、戦

略的に入れていこうという動きが出てきているんだというふうに理解をしています。それ

が基本政策分科会でも主力電源にという打ち出しをされた理由だというふうに思っており

ますけれども、もちろん再生可能エネルギーをどうやって効率的に入れていくかというの

は非常に重要なんですが、しかしながら、ここまで世界的に再エネのコストが下がってい

て、それを戦略的に入れてくる国が出てくるとすると、純国産電源がそんなに多くない日

本にとっては、このコストを下げていくというのは、むしろ日本の産業競争力の源泉とし

て非常に重要ではないかというふうに思っています。 
 そういう意味で、この委員会で議論していることというのは、そういうスケールでの重

要性を持つ議論だというふうに思っています。主力電源にしていくことを目指すときに、

ここでのそういう意味でのフレーミングは、それをいかに迅速に、かつ経済効率的に移行

ができるかという課題として整理をされたものというふうに、今回の議論を自分なりに位

置づけております。 
 １点目でありますけれども、この間、16 年のＦＩＴ法改正で、そうはいっても、制度の

いろいろな難点と言いましょうか、課題というのを対処されてきたというふうに思ってお

ります。今回、先ほど高科部長からもありましたけれども、太陽光２MW 以上の入札をや
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ってみて、先般、山地先生や辰巳委員さんともご一緒して、算定委員会のところでもそれ

ぞれの事業者団体のところでは、コスト低減の努力をする意思があると、その意欲がある

ということを明確に示してくださっていました。むしろその中で共通してやはり出ていた

点というのが、系統接続のコストと時間の問題であります。つまりその再エネのコストを

下げていく一つの、これは全てとは言いませんけれども、一つのやはり大きな要因として

系統の接続、そして系統の接続の問題があるということは大きな課題として、これは論点

２にかかわるところですけれども、きちんとここで議論をする必要がある点で、コスト低

減の観点からする必要がある点だというふうに思います。 
 これは太陽光の入札のところでもそうでして、入札に参加する意思はあるけれども、し

かしながら、その大きな障壁の一つとして系統の空き容量ですとか、それから接続契約に

係る時間の点が共通して指摘をされていました。入札というのは、今回やってみて、コス

トを下げるインセンティブといいましょうか、適切な価格を発見をする役割があるという

ふうに思いましたけれども、しかしながら、札割れをしている状況が続きますと、その機

能を入札が果たさないことも懸念をいたします。その意味で、できるだけ多くの事業者に

参加をしてもらうための障壁というのをできるだけ低減をしていくことが、コストの一層

の低減に資するというふうに思います。 
 １つは、ですから接続の問題、つまり、特に系統の空き容量の問題がございますが、も

う一つ、特に太陽光の入札の太陽光発電協会からアンケートで示されたところに、土地利

用規制の点が指摘をされておりましたので、これは風力等にも共通するところかと思いま

すが、経産省だけの課題ではないと認識はしておりますけれども、この土地利用規制につ

いては一つ検討事項として、ほかの省庁と協力をして進めていただきたい、議論をしてい

ただき点です。 
 それから２点目、今コストを下げる意味でも系統の問題をきちんと議論をする必要があ

るというふうに思っていますが、論点２にかかわるところで幾つか申し上げたいというふ

うに思っております。今回出していただいた資料にありますように、恐らく将来的な系統

の増強というのはもちろん検討するとしても、今ある既存系統をいかに最大限活用するか

という点については、全く異論がございません。今回、佐藤さんも来てくださっています

けれども、OCCTO さんを中心に想定潮流の合理化の作業を、合理化、見直しをしてくださ

っていると理解をしていまして、一部の地域では、そのことによって系統の接続のための、

これは再エネだけでもありませんけれども、空きの容量が出てきていると認識をしており

ます。これはぜひ早急に全国的に想定潮流の合理化、見直しというのを進めていただきた

いというのが第１点目でございます。 
 それから、これはコネクト＆マネージにもかかわるところですけれども、混雑をダイナ

ミックに調整していくということを前提とした検討運用、系統接続のルール、基準という

のを、新基準のほうについて踏み込んだ議論を早急にお願いをしたいと思います。これも

既に検討していただいているところで、資料の中にも入っておりますけれども、N－１電制
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でよろしいのでしょうか、この２つ目のこのオプションについては、原則としてやはり早

く実現をしていただきたいと思います。 
 それから、できるだけ早いノンファーム型の接続についても検討いただきたいというふ

うに思いますけれども、その上で、２点、検討の論点としてお願いをしたいのは、混雑を

したときの抑制のルールであります。先ほど江崎先生がちょっとおっしゃったところであ

りますけれども、やはりどうやって新規の事業所と新規電源と既存の電源を公平、中立に

系統をうまく、しかも効率的に使っていけるようなルールがつくれるかということは、当

然、全体としての再エネを入れていくときの、あるいは再エネだけではありませんけれど

も、新規の電源を入れていくときに最も効率的に行うために非常に重要だというふうに思

っております。特に事故時を想定をすれば、恐らく既存の電源と新規の電源の取り扱いを

区別する理由はないというふうに思いますが、平常時について、もうこれは新規の電源だ

けということが果たして全体として、再エネだけではありませんけれども、安い電気を系

統に入れていくときにプラスかどうかということは考える必要があるように思います。 
 これはもう一つ申し上げたい論点でもありますけれども、長期的にパーマネントなルー

ルかというのはともかくですけれども、混雑を理由とした抑制の際の費用負担の問題とい

うのは、一つの論点としてはあるのではないかと思います。混雑時に公正な抑制って非常

に難しいのではないかと思うこともありますけれども、マネージをしてくださる送配電事

業者ができるだけ効率的に電気を入れていって、安いと言っていいのでしょうか、電気を

入れていっていただくよな、つまり同時に抑制をできるだけ少なくするようなインセンテ

ィブが働くようなルールというものを検討いただきたいと思っていまして、その一つの論

点として、費用負担、補償の問題があるというふうに思います。 
 それから、あと２点ほどですけれども、３点でしょうか、申しわけありません、前回の

研究会のときにもう提示をされて報告の中にも入っております。特に、相当なポテンシャ

ルがあって、大規模な導入でコストの低減の可能性がある電気については、戦略的に系統

整備と、あるいは調整に国が乗り出した形での戦略的な導入が必要ではないかというふう

に思います。洋上風力を例えば例にとって、セントラル方式の例を出してくださっていま

すけれども、洋上風力というのは、恐らくそういう一つの可能性のある電源だというふう

に思っていまして、こうした相当なポテンシャルがあって、やはり一定の規模以上の導入

が進むことで、コスト低減の見通しがある電源については、こうした戦略的な国の調整と、

場合によっては系統等への戦略的な投資というものを検討いただきたいというふうに思い

ます。 
 超短期の系統の問題についてでありますけれども、今回、ＦＩＴ法の改正で、つまり系

統接続を一定期間中に、系統接続契約を結べなかった電気については、認定が失効してお

ります。一部の認定を失効した者について、全てとは言いませんけれども、系統接続の申

し込みがされたまま、その順番と言いましょうか、枠がとってある状態が続いているので

はないかということであります。もちろんＦＩＴによらない事業を考えていらっしゃる方
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もいないとは言いませんけれども、しかし、ＦＩＴのもとで事業性がないものをそのまま

なしで事業ができる可能性は極めて小さいというふうに思っていまして、系統の空き容量

確保の観点からも、この点については超短期の課題として検討いただけないかというふう

に思っております。 
 最後でございます。系統にかかわって、先ほど江崎委員、それから岩船委員もおっしゃ

ったと思いますが、以前の研究会でもやはり情報開示の重要性というのが指摘をされてい

たと思います。出力抑制の見通しを含め、具体的にどのような情報開示がやはりさらに必

要なのかということについて、国際的な情報の開示の事例も含めて検討したいというふう

に思いますので、その情報開示の論点についても今後の検討課題として位置づけていただ

ければと思います。 
 以上です。 
 
○山地委員長 
 それでは、圓尾委員、お願いします。 

 

○圓尾委員 

 時間もないので簡潔にお話しします。 

 まず、このペーパーの論点全体について言えば、要は、役所もいろいろと頑張るけれど

も、事業者も頑張ろう、みんなで進めていきましょうという意思が随所に読み取れるよう

な書き方がされていて、非常にアグリーです。その中で、前回の研究会で申し上げたこと

と重なりますけれども、私自身が大事と思っていることを３点、改めてお話ししておきま

す。 

 １つは、46ページの情報公開に関してです。これは研究会でも申し上げましたけれども、

やはり今後、再生可能エネルギーが独立した事業として成り立っていくためには、きちっ

と自分たちでファイナンスできるのが必要不可欠でして、そのためには将来のキャッシ

ュ・フローがある程度、確度をもって見通せるような状況が必要、そのためにはこれから

本格的に出てくるであろう出力制御の予見可能性を高めることが大事であり、どういう系

統利用情報の公開が必要なのかを詰めていかなければいけないと思います。これ１つとっ

ても、この論点整理を出したのって半年前なわけですから、ネットワーク事業者はもちろ

んですし、再生可能エネルギーの各事業者も、どういう情報が必要なんだろうかと、当然

この半年でスタディーしていますよねと思うので、今後の議論の中で、ぜひ訴えていって

いただきたいと思います。髙村先生がおっしゃったように、国際的な事例を調べるのも大

事ですけれども、やはり事業者が主体的に求めていくことが大事じゃないかと思います。 

 ２点目は、51 ページのところの広域的な調整。大量導入を新エネで進めるということは、

当然、広域的に調整力を融通し合うのが不可欠になってくると思います。ネットワーク事

業者は今、各エリアでばらけているわけですけれども、決してそれが障害になることがな
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いよう、ネットワーク事業者でいろいろ協議をしていただきたいと思います。いろいろな

アイデアも出していただきたいと思います。もしそれができないようであれば、それこそ

事業形態も含めて、電ガ部の担当になるのかどうかわかりませんが、次の段階をどうしよ

うかという話もしなければいけないような、大事な問題ではないかと思います。 

 ３点目は、これも再三出てきますけれども、63 ページ目のセントラル方式に代表される

ところです。洋上風力はこれだけポテンシャルがあるということで、これは多分、経産省

に限らずいろいろな省庁が協力して、セントラル方式という形で事業者の制度的な負担を

減らしていくことを進めていこうとうたっているので、ぜひお願いしたいと思うわけです。

けれども、一方で、例えば風力ですけども、資料の前の方のページにあるように、セント

ラル方式が導入されれば 36 円とか 55 円で売れると、まさか思っていないと思いますけれ

ども、事業者は事業者でコスト低減にしっかり努力をしていただきたいと思います。 

 それから、辰巳委員初め導入のスピードとコストという話が何回か出てきています。こ

れはニワトリ・卵といえばニワトリ・卵なのですが、私は、もし日本が世界最安値を狙う

ような形で世界をリードしていくというステージであるならば、いろいろな施策を先行し

て導入することでコストを下げようとするのは当然だと思うのですけれども、世界でこれ

だけコストが下がっていて、日本が置いてきぼりになっている中で、その施策をとるのは

間違いだと思います。コストが下がることによって導入のスピードを上げるのを、当然目

指すべきだと思います。そこはケース・バイ・ケースで違うのではないかと思います。 

 以上です。 

 

○山地委員長 

 どうもありがとうございます。 

 それでは、次、新川委員なんですけれども、そろそろもう時間のタイムリミットが迫っ

ているんです、本件の議論に関しては。その後、オブザーバーに回って、佐藤さん、それ

から武田さん、岡本さん、矢代さんという順番で、あと荻本委員、またもう一回ご発言を

ご希望ですか。では、いずれも簡潔にお願いしたいと思いますけれども。では、荻本さん

の後、辰巳委員にしましょう。そこまででよろしいですか。 

 では、長山委員。本当に時間がないんですよ、実は。後半に、今回決めなきゃいけない

案件があるので。では、また松村委員、もちろん、ただ、この議論は続いていくというこ

とだけは頭に入れて簡潔に発言をお願いします。いろいろ言いましたが、申しわけありま

せん。 

 新川委員、お願いします。 

 

○新川委員 

 では手短に申し上げます。 

 ３点あって、事業コストの問題、それから系統接続、インフラの問題と法的フレームワ



39 

ークの問題について、簡単に、感想ですけれども申し上げたいと思います。 

 今後検討していかなければいけない問題点はここにまとめていただいたとおり、結構多

岐にわたる問題に取り組む必要があるというふうに認識しています。コストの点について、

今回の資料を拝見して思いましたのは、国際的には恐らく技術的に再エネをやっていく技

術環境というのは整っているんだと思うのですけれども、これがなかなか日本にまで入っ

てこないということなのですが、インフラとか法整備のところはきちんと、特に系統接続

のところが大きいと思うのですけれども、でき上がれば、海外の事業者も含めて、日本に

入ることに意味を見出してくれるところが出てくる可能性はあると思います。それはＦＩ

Ｔが終わった後でもという意味ですけれども。そういう意味で、今回の資料の中で、入札

制度を入れたというのは、今回の改正で一つ大きく、私自身は評価できる点では.ないかと

思っており、今回は残念ながら、入札の容量全体は限定的ではありましたものの、2017 年

の買取価格の 21 円を下回る価格で入札が入っているという事実が重要で、結局、国のほう

でいろんな考えで、この価格がいいんじゃないかなと思って設定した価格より安い価格で

やれるわけですから、民間は。ぜひとも、こういった民間の市場原理というのを使って、

買取価格を設定していって、それでＦＩＴ法につなげていくというような試みは、さらに

工夫して継続していただきたいなと思っております。 
 また、後でまたアグリゲーションビジネスとか、いろんなビジネスをやろうという試み

はあるので、こういった芽を摘むことなく、そういったものが、要するに日本で、やっぱ

り経済性がなければなかなか事業者は参入しませんので、そういったことができる環境が

整っていくといいんじゃないかというふうに思いました。 
 ２点目が、系統接続の問題で、ここは本当に日本特有というんですか、日本独自の大き

な問題だと思います。さまざまな試みを、広域機関を含めて今やっておられる最中だと思

うんですけれども、１つ思いましたのが、調整力の問題というのが再エネの関係では重要

で、調整力は制度設計とか、ほかの委員会でもいろいろ検討されていると思います。ネッ

トワークサイドで調整力はもちろんやるんですけれども、そちらだけでやるのには限界が

あるわけで、今回出ている出力抑制機能を持った発電設備をつくるという、特に一定規模

の発電をする場合は、そういった仕組みを取り込んでいって、発電サイドと系統ネットワ

ークと、全体で、結局調整力をうまく調整していくような形の制度に持っていかないと、

なかなか効率がいい仕組みを、しかも経済的な価格を持って実現するのは難しいのではな

いかなというふうに印象を持ちました。 
 そこに絡むのが、法的フレームワークというときに、電気事業法とかの法律とともに、

結局、託送の接続のところというのは送配電事業者がされておりますので、その接続契約

だとか約款というのが、結局セットになって全体をつくっていると思います。そこにおい

て、例えば技術要件をどうやって設定するかというのは、それはみんなそれに合うように

つくって入ってくるわけですから、その後、だから、このＦＩＴが終わった後に何をつく

ろうかって、次のところも見据えた上で、どういう技術要件を設定してつくっていくのか
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ということ、ここは多分民間の契約書のほうと連動して設定されてくると思いますので、

将来、ＦＩＴ法で、こういうものになるであろうということをある程度考えながら、その

要件を設定していく。それは法律だけの世界ではなくて、そういった契約の世界と連動さ

せる形で考えていかざるを得ないのではないかなというふうに思います。どんなインセン

ティブを発電事業者に与えるかとかいうのも、結局そこで何の要件が設定されるか、入札

もそうですが、入札要件どう設定するかで、みんなそれを見てビジネスプランを使って、

その期間内に採算が取れて、やれる事業計画を立てるわけですから、そこの要件をどう設

定するかというのは非常に重要だと思いますので、それをやるときに、何が日本にとって

一番いいのかなということを常に考えながら設定していくことが重要なのではないかなと

いうふうに思っております。 
 以上です。 
 
○山地委員長 
 どうもありがとうございました。 
 それでは、広域機関、佐藤さん、どうぞ。 
 
○佐藤オブザーバー 
 ２点申し上げます。 
 まず１点申し上げたいことは、荻本先生がおっしゃった、今後、考える上で社会コスト

のミニマム最小化、あと費用負担の公平性を常に念頭に入れるべきだという意見に全く賛

同であります。具体的に、例えば今、荻本先生がおっしゃったことがどのように資料に反

映されているかということで、48 スライド目を見ますと、これは系統のところですが、ま

さに社会全体のコストを最小化とか、費用負担の公平性にも配慮しつつとしっかり書いて

あるということがわかります。ところがということでもないんですけれども、ちょっと 51
スライド目、調整力の確保のところを見ていただくと、効率的に確保という意味で、社会

コストの最小化的な話はあるんですが、費用負担の公平性という観点は書いてありません。

これは、例えばどういうことになるかということですと、私はその費用負担の公平性を考

えると、社会コストの最小化も実質的にはなかなか図れないんじゃないかという気がしま

す。何が言いたいかというと、例えば、蓄電池とか、そういった調整力的なものを、相当

多く送配電事業者側が持ったほうが、社会的コストはミニマムになったとしても、そうな

ると、それは託送費等に行くということになって、事業者側に持ってもらうということに

なると、社会的には最小化にはならなくても、費用負担の公平性がなされていないので社

会コストが最小化できないということがあるような場合があります。 
 要は、調整力に関しても今後、再生可能エネルギーがどんどん入ってくると、相当調整

力がかかりますから、その費用をどのように公平に負担をするかという論点が非常に重要

だと思います。この 51 スライド目は那須室長がプレゼンをされましたが、公平にどう費用
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負担をするかということで、ぜひ新エネ課長も前面に立って、ここに関してぜひ議論をし

ていただくようにお願いをしたいところであります。 
 ２点目は、日本版コネクト＆マネージですが、これに関して幾つか申し上げておきます

けれども、時間がなくなるということもあって、今日いただいた意見を研究をして、どこ

かの場で時間をいただきまして、プレゼンテーションさせていただければと思います。 
 以上です。 
 
○山地委員長 
 ありがとうございました。 
 それでは、エネットの武田さん。 
 
○武田オブザーバー 
 今言った、佐藤オブザーバーとちょっとだぶるんですが、国民負担の最小化というのを

図る場合に、ＦＩＴの買取費用だけの議論ではなくて、今日議論がありましたとおり、送

電網の価格、あるいは調整力の価格、これはひいては託送コストに跳ね上がってくる費用

だと思いますので、そういうトータルコストを含めて、なおかつ設備形成だけじゃなくて

運用も含めたトータルな費用として評価して、最小を図るということを課題に上げてほし

いと思います。 
 それから、そういうことを考えて、調整力という観点からすると、今回は余り議論ない

んですが、風力であるとか太陽光であるとか、発電をどのように正確に予測して、あるい

は、予測してもずれるわけですけれども、そういう前提で、インバランスコストを最小限

にするような運用をどうしたらいいかという観点についても、課題として挙げてほしいと。

その場合には、多分、今の旧一般電気事業者の電力エリア外を含めたトータルのいろんな

コントロールなり最適化が必要になるかと思いますので、そういう観点からの検討も課題

に入れていただければと思います。 
 以上です。 
 
○山地委員長 
 では、お隣、岡本さん、お願いします。 
 
○岡本オブザーバー 
 ありがとうございます。 
 時間がないと思いますし、もう今までたくさんのコメントが出ていましたので、ちょっ

とつけ加えるところだけお話しさせていただきます。トータルでのコスト最小化という、

負担のほうですね、最小にしつつ、再エネをどうやってうまく増やすかというのは、もう

皆さんまさにおっしゃっているとおりで、その中に系統の話、それから、あと調整力も含
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めた話になると、こういうふうに認識しております。その中でやはり、結局それは、費用

対便益の分析ですね、系統の増強とか、あるいは調整力を増やすといったときに、どうい

う便益があって、それに対する費用がどうなのかということを、やはりきちんと議論する

必要があるんだろうと思っています。荻本委員からもお話ありましたけれども、例えば、

系統の容量を変えていくということが、実は、いわゆる、これは経済運用というか、トー

タルで見れば燃料費の削減ですけれども、それは、メリットオーダーに変化が出て、それ

がトータルとしてどういうふうにメリットが出るのかという、こういうことであったり、

それによってＣＯ２がどういうふうに減っているのかということをやはり見た上で、その上

でこの再エネに対して、あるいは系統の増強というのがどうなのか、どういう位置づけな

のかというのをきちんと見ていく必要が、私はあると思っておりまして、それに基づいて

費用負担の話もぜひしていただきたいということで、費用対便益の評価というのを、まず

しっかりやっていただきたいというのが１つです。 
 もう一つは、ちょっとこれは長い話というか、2030 年以降も見据えてというお話がござ

いましたけれども、まず、既存の系統を最大限に活用する、あるいは既存の調整力を最大

限に活用するということを優先して検討すべきというのは、皆さんのおっしゃるとおりだ

と思っています。その上で、これは卵とニワトリが、ちょっと先ほど圓尾委員もおっしゃ

って、そうなんだと私は思いますけれども、私から申しますと、やはり再生可能エネルギ

ーが皆さんのご努力、あるいは民間の創意工夫によってコストが本当に下がってきたとす

ると、では2030年以降に相当、その系統への受け入れというのは増えているということが、

ある意味、想定されるというか、期待されるというか、そういうことになると思いますけ

れども、そのときに、結局、いわゆる次世代のネットワークってどういう姿になるんだろ

うかと。私ども事業者から見ますと、需要が減少していくんじゃないかということで、収

入が減少していくということと、それから、経年設備がふえてきていまして、更新のため

の投資ですとか、費用がふえていくだろうという、そういう中で、どうやってその次世代

のネットワークに移行していけるのか、我々の経営としての持続性というのが、非常に実

は課題ということがございまして、次世代のネットワークということがこの委員会の中に

入っておりますので、ぜひ具体的なところのご議論をいただきたいというふうに思います。 
 以上、２つ申し上げましたけれども、少し私どもの今、具体的に考えているところも、

ぜひこの場をかりてご説明させていただいて、ご議論をさせていただきたいというふうに

思っております。よろしくお願いいたします。 
 
○山地委員長 
 では、電気事業連合会、八代さん、お願いします。 
 
○八代オブザーバー 
 ありがとうございます。電気事業連合会の八代でございます。 
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 複数の委員の方から情報公開についてご意見ございましたので、それに対する私どもの

今の考え方についてお話しさせていただきたいと思います。私どもは民間事業者ですから、

当然事業の予見可能性が大事だというご指摘は、非常によくわかるところでございます。

出力制御などにかかわる情報公開につきましては、これまでも一般送配電事業者おのおの

が国のガイドラインなどを踏まえながら、適時適切な情報の提供に努めているというふう

に考えているところでございます。 
 ただ、これは言わずもがなではございますが、やはり情報公開の目的を精査した上で、

どのような情報を誰に対してどのような形で提供するか、これを考えていくことが、極め

て重要であると思います。それを全く度外視した情報公開を進めてしまいますと、電力の

安定供給ですとか、あるいはエネルギーセキュリティーに大きな影響を及ぼすということ

が懸念されます。 
 また、さらに、情報公開に要するコスト、あるいはそのための体制整備、こうしたもの

も決して簡単ではございませんので、こうした観点も含めまして、しっかりと検討してい

くことが重要であるというふうに考えているところでございます。 
 それから、先ほど広域機関の佐藤理事のほうからお話がございました調整コストの効率

化、あるいは公平な負担のあり方、これにつきましては、私ども一般送配電事業者にとり

ましても非常に大きな課題になってくるというふうに認識しておりますので、ぜひ連携を

とって取り組んでまいりたいと思っています。以上でございます。 
 
○山地委員長 
 ありがとうございました。 
 残りは、委員の皆さんの２回目の発言ですけれども、可能な限り簡潔にお願いします。 
 荻本委員から。 
 
○荻本委員 
 １点、洋上風力という言葉についてです。前の検討会でも、その前の委員会でもお願い

したんですけれども、着床式、海底に杭を打ってつくったもの、それと浮いているもの、

これは、上は似ているんですけれども、全く違うぐらいの技術が使われる、または、量も

大きいし、地域分布も違うということで、この２つを一緒に議論するのはかなり、やっぱ

り乱暴な話だと思いますので、もし同じであれば、洋上（着床・浮体）とか、または、ど

ちらか片方であれば（着床）、または（浮体）というふうに、ぜひ区別した記述をお願いし

たいと思います。以上です。 
 
○山地委員長 
 辰巳委員。 
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○辰巳委員 
 すみません、先ほど言い忘れましたので。再エネで、発電された電気を進んで購入する

ということを後押しするような強い制度も必要じゃないかというふうに思っておりまして、

いわゆるグリーン購入法のような制度ですけれども、グリーン購入法では購入の主体は国

等ということになっていますので、もっと一般にも広げる、つまり、一般の民間に対して

も勧めるということです。そうすることによって、例えば、自家消費の話なんかにもつな

がっていくかというふうに思います。ぜひそういう制度も考えていただきたいと思ってい

ます。 
 以上です。 
 
○山地委員長 
 長山委員。 
 
○長山委員 
 日本版コネクト＆マネージの運用についてなんですけれども、地域によっては効果が大

きいところと小さいところがあるのではないかと。先日、九州電力さんの再生可能エネル

ギー運用システムと県別の統合制御所を拝見する機会があったんですけれども、これは、

53 ページのスペインの例と全く同じ仕組みを持っているところなんですが、ここでは、旧

ルールの 30 日制御までの人は、前日に電話、メールで制御をするんですが、新ルールの無

制限、無補償の場合は、専用線で当日とめることができると。当日とめることができると

いうことは、幾ら入ってきてもいいんですが、すぐとめるよということなんですね。それ

でもまだ毎月 100メガワット近く、九州電力のところに新規コネクションの要望があって、

こういうようなところ、もちろん、ここにいくまでには揚水をフル活用するとか、火力を

絞るとか、関門を最大限に使うとかいうのがあると思うんですが、こういうところでコネ

クト＆マネージを無理にやっても、例えば事業者に余計なリスクを負わせるようなことが

あるのではないかというふうに思います。 

 あと、統合制御所を拝見させていただいて感じたんですけれども、ここではコネクト＆

マネージをやる場合は、例えば３時間先の太陽光の出力予測とエリアごとの需要予測をし

ないといけないと。これはかなりのコストが事業者さんにもかかるということになると思

うんです。したがって、何が言いたいかといいますと、コネクト＆マネージはいいと思う

んですが、地域によっては、有効なところと有効じゃないところがあるので、むしろ九州

電力さんとか、四国電力さんでやるよりは、むしろ関電さん、東京電力さん等々、そうい

う余力のあるところでむしろ先に先行してやったほうがいいのではないかというふうに思

います。 

 以上です。 
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○山地委員長 

 では、松村委員。 

 

○松村委員 

 先ほど広域機関及び電事連から、一般論としてとても重要な、公平な系統コストの負担

という点が提起されました。その点については全く異論ない。しかしその前に、広域機関

及び電事連の方、送配電事業者の方にはぜひやっていただきたいことがあります。 

 原因者負担という点では料金審査委員会で系統規模に見合わない単機最大容量を持って

いることによって系統に負荷をかけているとすれば、コストの原因ははっきりしているわ

けだから、ちゃんと負担させるべしという議論が出ていて、その分は託送料金の原価参入

を認めなかった。にもかかわらず、そのあと議論は１ミリも進んでない。こういうことは

広域機関及び送配電事業者のほうで整理できるはずで、こういうような自社に関係すると

ころはうっちゃらかしておいて、再エネのところだけちゃんと公平に負担するように考え

てくれというのは片手落ちなのではないか。単機最大容量の系統負担を計算するに際して、

この場合には全体で飲み込めるということがありえる。ほかの目的で調整力を持っている

ので、全体で読み込めるので、追加コストはかからないという整理だとすれば、それをあ

る意味で真似して再生可能エネルギーのほうでも同様に議論できるはず。まだ議論が始ま

ったばかりの難しい問題よりも、はるかに簡単な問題で、原因者がはっきりしているもの

があるわけですから、そういうことをちゃんとした後で、今後この点を主張していただか

ないと、単なる再エネいじめととられかねない。ぜひ自分でやれるべきことをやった後で

主張するようにお願いします。 

 以上です。 

 

○山地委員長 

 どうもありがとうございます。 

 第１回目ということもあって、全体の議論は今後も続けていくということにしていきま

すので、ちょっと前半の議論をここできょうは打ち切らせていただきたいと思います。事

務局のほうから何かこの場で対応することはありますか。特によろしいですか。 

 では、事務局のほうは今日いただいた委員とかオブザーバーのご意見を踏まえて、改め

てまた論点を整理していって…… 

 

○日置オブザーバー 

 すみません、一言よろしいでしょうか。電力・ガス取引監視等委員会の日置と申します。

すみません、ちょっと札を上げるのが遅くなりまして、最後に一言だけこのセッションが

終わる前に申し上げさせていただけたらと思います。 

 系統の維持、運用負担に関しましまして、形成のあり方に関しましては当委員会として
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も、ここでの議論、いろいろ問題意識を共有するところでございます。特に系統にかかる

企業負担のあり方に関して、我々としても検討を行っているところでございまして、今回

のワーキンググループで出てきたようなご意見であったり、それ以外のところでお聞きす

るようなご意見も含めて、資源エネルギー庁や広域的運営推進機関と連携しながら検討を

進めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上、一言すみません、途中で入りまして、ありがとうございました。 

 

○山地委員長 

 失礼しました、真横は実は見にくいので。わかりました。どうもありがとうございまし

た。 

 しかし、前半の議論は以上で終了で、２つ目の議題に入りたいと思います。 

 資料でいうと４ですね。住宅用太陽光発電に関する 2019 年以降の対応、いわゆる 2019

年問題、資料の説明をお願いいたします。 

 

○山崎新エネルギー課長 

 それでは資料４を見ていただければと思います。2019 年問題でございます。基本的な考

え方と逆潮流・軽量に関する論点、この２つについて本日はお諮りしたいと思ってござい

ます。 

 まず、基本的な考え方、２ページをごらんください。今回、2009 年に開始されたものが

2019年に順次、買取期間を終えることになりまして、さらに先ほどご紹介したように 2019

年の 11 月に約 120 万 kW、40 万件の住宅用太陽光のＦＩＴ切れが起きるわけであります。

この太陽光についてどう考えるかということでありますが、この２ページ目の２つ目にあ

りますように、基本的には買取期間が終了しますので、法律に基づく買取義務はなくなり

ます。したがいまして、自家消費、さらには相対自由契約でアグリゲーター、個人事業者

の方々が買って、それを売電すると。こういうことが基本になるということでございます。 

 そして、本委員会、先ほども論点整理をさせていただきましたけれども、こうしたもの

がＦＩＴからの自立化、さらにはライフスタイルへの転換の契機、新たな供給力と需要を

獲得する新しいビジネスチャンスということで、前向きに捉えていくということが極めて

重要かと思っています。こういった観点からも、この住宅用太陽光の方々を中心に官民一

体となって、そういった方々に対する広報周知というものを、そもそも徹底していくとい

うことが、まず前提ではないかということで、基本的な考え方を整理させていただいてご

ざいます。 
 次のページ、その広報周知を前提としてでございますけれども、その買取義務がなくな

った後に、どのようなことが起こってしまうかということの一つとして、一時的に余剰電

力、すなわち、逆潮で突き上げるところの余剰電力の買い手がつかないというような住宅

用太陽光が出てくることが想定されます。そうした場合、２つ目のポツですが、実は、家
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庭用太陽光発電の配線状況を見てみると、逆潮が買い手がいないので、買い入れしますと

言うと、宅内配線状況によっては、小売、使っている電気まで遮断される懸念が出てきま

す。そういったことから、今般、ご提示をさせていただいているのは、この余剰電力につ

いては、一般送配電事業者に引き受けを要請することとしてはどうかということでござい

ます。 
 ただ、下にありますように、これはとにかく基本的な考え方でも整理したように、あく

まで一時的な例外的な措置であって、小売事業者等がこの電源を有効活用して買い取る、

そういったことが重要だし、さらには、一般送配電事業者の立場からすれば、基本的に一

般送配電事業者の義務というのは、売り手と買い手が決まっている電気を運ぶ、すなわち

託送供給でございますが、そういったことを業務とするということを前提としますと、最

後、引き受けを要請しますが、無償で引き受けることを要請するということでどうかとい

う案を提示させていただいてございます。 
 以上が前半でございます。 
 後半、逆潮流の話、６ページからでございます。論点は、この 2019 年問題を一つの契機

としまして、この２つのＦＩＴの認定設備とＦＩＴで認定されていないような設備が併存

するようなケースというものが、同じ配線の中で出てくる可能性がございまして、それを

どう扱うかということでございます。現在のＦＩＴ法の施行規則によりますと、非ＦＩＴ

設備からの逆潮流は禁止されてございまして、これはＦＩＴの賦課金、交付金を付与する

そういった対象として、逆潮流でちゃんとプラスになっているか、マイナスになっている

かがわからないのは困るということでありまして、ちゃんとした計量ができるのかどうか

ということで、基本的には逆潮流は禁止されていることでございます。ここについては、

こうした 2019 年に発生をする住宅用太陽光といったようなところを、より国民経済的に有

効活用するという観点から、条件を整えた上で、この逆潮流を認めるというほうが全体と

してよいのではないかという考え方に基づきまして、次のページ。 
 まず１つ目でございます。例えば、ＦＩＴ設備と非ＦＩＴ設備が併存する。それは太陽

光であったり、エネファームであったりするわけですけれども、こういったものについて、

２つの計器、電気計器１、２を用いて差分計量すればＦＩＴ電源の部分について、その計

算ができるということでありまして、こうした配線計器を整備することによって、逆潮流

を認めると。すなわち、差分計量を適用することを前提に非ＦＩＴ電源からの逆潮流を今

後、解禁するとしてはどうかという案を提示させていただいてございます。 
 次のページ。若干マニアックですが、８ページ目は、今、緑の計器で按分して計量して

いるケースがございます。按分計量をどの程度認めるかというところについて、一言で言

えば、買取者が同一の場合は、按分計量を引き続き継続。原則は、前のページでも示した

ように差分計量へ移行していただくものの、按分計量を今やっていて、今後の買取者が同

一の場合は、引き続き按分計量でもよいということにすべきではないかという案を８ペー

ジに提示をさせていただいてございます。 
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 ９ページでございます。これを超えて、さまざま、１つの配線に対していろいろな発電

設備等を接続されるようなケースもまれに存在しているということでございますが、さま

ざまなこういった、まれに存在しているケースに対して、システム全体で対応すると。情

報システムを含めてですが、そういったことで、大規模なシステム改修が必要であるとい

ったようなことがあるもので、基本的には前のページまでに示したような基本的なケース

に限定をして、それ以外のものについては逆潮を認めないということでどうかという案で

ございます。 
 10 ページ目。では、その計器をつけるようなところの費用負担の話でございます。電気

計器の調達・設置については一般送配電事業者が一括して実施した上で、メリットを享受

するのは需要家、太陽光であれば太陽光発電を行いながらの需要家ですが、そうした需要

家が、その費用は負担をするという特定負担の考え方をとったらどうかという案を、提示

をさせていただいてございます。 
 以上でございます。 
 
○山地委員長 
 どうもありがとうございました。本議案につきましては、具体的な対応が書かれており

ますように、可能な限り、今回の審議の中で結論を得たいと思っておりますので、よろし

くお願いいたします。 
 では、皆さんから質問も含めて、もちろん結構でございますから、ご発言をご希望の方

はネームプレートを立てていただければと思います。 
 では、まず長山委員、それから江崎委員といきたいと思います。 
 長山委員、どうぞ。 
 
○長山委員 
 ３ページ目の一般送配電事業者に無償で引き受けることを要請というのは、非常に危険

と思っていまして、これは例えば悪徳業者というか、そういう事業者なんかが出てきて、

何もしないと一般送配電事業者にゼロ円で引き取られちゃいますよというような、そうい

うようなこともなきにもあらずと思いますので、消費者保護の点を考えて、この辺で、事

業者の認可制にするとか、もしくは欧米ではこういったビジネスモデルがあるとか、そう

いったような提示をするのがいいのではないかというふうに思います。 
 以上です。 
 
○山地委員長 
 では、江崎委員。 
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○江崎委員 
 先ほどのお話に関係するんですけれども、この方式に多分プラスをして、自由に配線を

使えるようにするということは、もう一つの可能性を提供するということに対して非常に

重要だろうと。そのときに、何回か先ほどの議論でも出てきましたけれども、送配電事業

者とエンドユーザーというか、それから、お家も含めて考えると、極めて非対称な情報の

持ち方、それから非対称のビジネスの力学が物すごく働いていると。ということを考える

と、先ほどの、例えばＦＩＴに関しては優先度が高くできているけれども、ほかのものは

やらないということができるような非対称のビジネス的な力学が存在しているというとこ

ろが、とても大きな問題だろうと考えます。 
 つまり、ここは特にエンドユーザーの住宅というところに来ると、さらに非対称のビジ

ネス力学と情報が存在しているということをかなり念頭に置いた形でこのお話を進めてい

かないと、悪気はないとは思いますが、送電事業者のロジックで全てのものがルール上は

決まっても、実際のオペレーション、実際の運用のところで非常に上手にコントロールさ

れるということが、ほかの分野でたくさん起こっていることを鑑み、そこは非常に注意し

た形で、この運用を監視するということをしっかりと担当の経済産業省が担保するという

ことがとても重要ではないかと思います。 
 
○山地委員長 
 その後は、今立っているところで新川委員、髙村委員、松村委員とそれからオブザーバ

ーの八代さんと武田さん、岩船委員、すみません、随分、言っちゃいましたけれども、忘

れていなければ、この順番で回したいと思います。 
 まず新川委員、お願いします。 
 
○新川委員 
 ２ページ、３ページ部分についてですが、まずＦＩＴ制度というのは、期間中だけ買い

取るという制度ですから、期間が終わった後は買取が終わるという、これはやむを得ない、

そういう制度として導入しているのでは、そこは基本的に維持するという形になると思い

ます。ここで出ている無償引き受けでよいかという点につきましては、まず結論としては、

無償で送配電事業者に逆潮流で流れていくというのでよいのではないかというふうに思い

ます。 
 ただし、やむを得ない人だけにこのような事態が発生するという形になっていることが

重要で、それは法的にというだけではなくて、制度として、国民の混乱を避けるという意

味でも重要でありまして、したがって、私の認識しているところでは今、アグリゲーショ

ンビジネスとか、何かここに入ってくる業者さんがちゃんといる環境になっているという

ふうに聞いておりますので、もしそうであれば、それをきちんと国民に対して、あと２年

ぐらいですが、きちんと周知させて、みずから移行できるという形をとっておくことがま
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ず重要だと思います。 
 その上で、多くの人たちがそっちへ移行してくれることを期待しているのですけれども、

最終的に残った方がみずからの意思で何も結局やらなくて、ただし、ここの、資料をいた

だいているとおり、線が１本しかないから、やむなくそこに逆潮流が発生して、電力が一

般送配電のところに流れていくという現象が発生してしまうということであれば、それは

民法での不当利得とか、法律上の原因なくしてそういう状態が発生しているわけではない

というふうに言えるのではないかなと思います。 
 ただ、クリアに、混乱を避けるためには、約款とかでも、私は各社さんの約款を拝見し

ておりませんけれども、買取の期間が終わった後にどうするというふうになっているのか

を確認して、法律上の原因なく、そんなことが起こっているわけではないような形で、整

理をしておいたほうが混乱がないと思います。 
 それは法律面ですけれども、それとともに、より重要なのは、一般の国民に、特に 2009
年とかかなり前なので忘れておられる方も多いのではないかと思いますので、きちんと周

知して、ここに受け皿があるんだということを、あと先ほど何か出ておられましたが、悪

徳な業者が入ってきて、よくわからないままに契約をされてしまうようなことが発生しな

いように、できるだけウォッチしながら移行を図っていくということが重要ではないかと

思いました。初年度が結構、一番重要で、そこで問題がいろいろありますと、翌年移行の

人は、ああ、こういうのがあるんだなということで、多分、準備されると思いますので、

最初の初年度がうまく移行するということが重要ではないかと思います。 
 以上です。 
 
○山地委員長 
 ありがとうございました。 
 では、髙村委員、お願いいたします。 
 
○髙村委員 
 ありがとうございます。 
 ２点でございますけれども、基本的にはこちらは例外的な措置、つまり相対で小売機関

と契約をしていただくということを周知をし、その上での例外的な措置だという理解をい

たしますので、こういう措置、対応については異論はございません。 
 １点目は、先ほどの江崎委員あるいは新川委員のご発言等もかかわっておりますけれど

も、もう一つつけ加えますと、これは質問も入るんですが、送配電事業者さんに引き受け

ていただいた余剰電力について恐らくこれは市場等でお売りになるんだろうというふうに

想定をするんですが、そういう理解でよいのかどうかということです。 
 今、検討されている非化石電源価値も持っているはずの電気だというふうに思っていま

して、スライドの４では引き受け量の増大が送配電事業者さんの負担になる可能性、これ
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も非常に懸念するんですが、同時に利益を無償で引き取ることで利益をもたらす可能性も

ありまして、そういう意味では引き受け量の増大、つまり基本的に例外的な措置という運

用がちゃんとされて、そういうふうになっているかどうかをきちんと確認をした上で、そ

うでない場合にはきちんと検討をするということが必要だというふうに思います。 
 それから２点目は、先ほど言いましたように、ご提案があるように、基本的には相対で

小売さんと契約をするわけですが、どの住宅の発電が 19 年に切れるのかという情報という

のは、恐らく小売さんのところにはないというふうに思っておりまして、まさにその原則

として小売さんに契約をしていただいて活用していただくということをするためには、そ

こに何らかの周知とあわせて、その情報の問題をどういうふうにうまく小売さんが共有で

きるかということが必要だというふうに思いますので、これは検討事項としてお願いをし

たいと思います。 
 以上です。 
 
○山地委員長 
 送配部門が買い取ったというか、無償で引き受けたやつの対応は何かありますか。今、

回答できることとすれば。 
 
○山崎新エネルギー課長 
 これは事務局の案は、あくまで自主的に引き受けを要請をするということですので、基

本的には一般送配電事業者の方々に何らかの対応を自主的にお願いするということなんで

すが、この考え方に基づけば、市場に売ることはなく、まさに調整力の中で飲み込むとい

うことを事務局の案としては想定をしていまして、そういった対応が一般送配電事業者の

ほうで自主的に行われることを想定しているという案になります。 
 １つつけ加えると、そもそもの前提として、こういった買い手不在の、家庭用太陽光の

ＦＩＴ切れのものが、それほど大量に出てくるわけではなく、ごく例外的なケースで出て

きて、それを自主的に引き受けてもらうと。こういう発想に立っているというふうにお考

えいただけたらと思います。 
 以上です。 
 
○山地委員長 
 次は、松村委員です。 
 
○松村委員 
 私も気になっていたのは、今の点だけでした。それでもう既にお答えになった。これは

無償で引き取るというのは、二つの意味で無償。一つは消費者に対して契約をしていなく

て流してしまったのにはお金を払わないという部分と、ただで送配電部門にあげるという
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両面がある、消費者に払わないというのは、それによってちゃんと小売事業者なりと契約

するほうに誘導する。ちゃんと契約しないとただになっちゃいますから。正常な状態に持

っていくためのインセンティブという意図もあったと思います。それであれば、合理的な

提案かと思います。 
 送配電事業者がただで引き取るというのは、これはインバランスでということだと、も

し一定量あるとすると、常に余剰が出てくるという、とても不自然な状況になるわけで、

これはＦＩＴと同じように売るのが自然な姿だと思う。ただ、ただで引き取られてしまう

ということなので、消費者のほうは基本的に全部契約のほうに移行するだろう。だから、

ほんのわずかな量になると予想される。そのわずかな量のためにわざわざ制度をつくるの

も、むしろコストがかかるので、今回はこういう整理にしたということだとすると、これ

も合理的だと思います。 
 ただ、これは制度が始まったら、実は結構な量が出てきたということになったときには、

それは本当にただであげてもいいのかという議論が出てくる。もしそれは迷惑施設で、迷

惑なもので、むしろお金が欲しいぐらいだ、なんていうことを言うのだとすると、今度引

き取る小売事業者、ほかのところがちゃんと引き取る小売事業者もいなくなるということ

でないと、つじつまが合わない。その議論は変だと思うので、量が一定以上出てくるよう

になれば、その場で再検討すべきだと思います。 
 以上です。 
 
○山地委員長 
 八代さんの名札は出していたんですけれども、オブザーバーの方、こちらに３名と１名

いらっしゃいますけれども、まずちょっと委員の発言を聞いてから、オブザーバーのほう

に回したいと思います。 
 岩船委員、いかがですか。 
 
○岩船委員 
 ほぼ、今の松村委員のご発言と同様の感じではあるんですけれども、基本的には穴がな

いようにするための制度設計だと思われますので、この方向で進めていただければと思い

ました。 
 ただ、改正ＦＩＴ法に対応する、みなし認定の手続も住宅用太陽光発電に関しては半分

もやっていないというデータもあるぐらいなので、恐らくかなり伝わらないんじゃないか

なという懸念はありますので、そこで、またもしかしたら何らかもう少し、法改正などが

必要な可能性もあるのではと思いました。 
 後半のメーターのほうも理解はできるので、それほど、これも多くないと思われますの

で、この方向で進めていただければと思うんですけれども、結構、こういう計量のすきを

突いて、変なビジネスをするような事業者さんとかも結構出てくるので、そこは、よくウ
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オッチしていただきたいなというふうに思います。 
 以上です。 
 
○山地委員長 
 では、荻本委員。 
 
○荻本委員 
 １番目のほうは、必要な措置ということで同意でございます。２番目に関しても基本的

には同意なんですけれども、ちょっと先を見たときの話だけコメントさせていただきたい

と思います。この問題は、一つは、今、世界で議論になっているのは、ネットメータリン

グがいいのか悪いのかという問題につながっていきます。 
 それから、今はＩｏＴというような大きな流れの中で、本当にメーターでぐるぐる回る、

または電子とはいえ別置のメーターではからないといけないのかというような話も出てき

ています。これは、住宅の場合だと余り抵抗はないかもしれませんけれども、ＥＶの充電

を計量すると、ＥＶが人のお家に行って、コンセントにつながって、そこをどうやって課

金するのかとかいうようなことを考えると、いきなり近未来の話になってまいります。こ

れから、その分散の資源が調整力を供給するという話は非常にたくさん言われているんで

すけれども、最後、このメータリングの問題で、技術的には可能なんだけれども、取引で

きないということが起こりそうだということで、大きな問題が将来、来るということにな

ります。ここでのお願いは、「こういう措置をとるということが、こういう将来の議論を妨

げるものではない」ということだけ確認いただければと思います。 
 
○山地委員長 
 では小野委員、お願いします。 
 
○小野委員 
 ありがとうございます。 
 まず、余剰電力の件については、当面無償で引き取るということでいいと思います。た

だ、本来、再エネの環境価値は市場等で適正に評価されるべきだと考えますし、余剰イン

バランスの問題等もございます。こういったことが、将来のＦＩＴの廃止を含む見直しの

中で、総合的に解決されていくべきだろうと思います。 
 それから、ＦＩＴ、非ＦＩＴの設備が併存する場合でございますけれども、非ＦＩＴ電

源に逆潮流を認めることに異論はございませんが、１点、国民負担の抑制や、太陽光パネ

ルを持っている人・持っていない人の間に起きる格差の抑制の観点からは、住宅で自家消

費される電力は、まずＦＩＴ電気が先に消費されて、次に非ＦＩＴ電気が消費される、と

いった制度設計も一つの考え方かと思います。 
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 以上です。 
 
○山地委員長 
 では辰巳委員、お願いします。 
 
○辰巳委員 
 すいません、ちょっといろいろ考えていて、今、ご説明をいただいたことだけでも、例

えば基本的な考え方のところなんですけれども、なかなか理解が難しいです。実を言うと、

これをだから、期間終了のお家が 40万軒もあるというお話ですので、どのように広報・周

知してくださるのかな、徹底してくださるのかなというのがすごく心配になっています。

だから、ただ待っていて、そのアグリゲーターという人が声をかけてくるのか、こちら側

からアクティブに声をかけていかなきゃいけないのかという、そういうあたりもよくわか

らなかったし、今のお話では。 
 一般的に消費者というのは、声をかけてくるお金に関する事業者というのは怪しいとい

うふうにまず反応するのが普通なもので、そのあたりが怪しい事業者ではなくて、きちん

と自分たちの余った余剰電力をその後引き継いでくださるんだということがちゃんとわか

るように、やっぱりかなりちゃんと説明をしていただかないといけないなというふうに思

ったというのがまずは感想です。だから、ぜひ、もう少しわかりやすく、まず、一般送配

電事業者に無償で引き受けを要請するという話が起こらないように、何か方策を練ってい

ただきたいなというふうに思いました。 
 以上です。すみません。 
 
○山地委員長 
 それでは、オブザーバーの方の発言ですけれども、直接関係されるのは多分電気事業連

合会さんとＪＰＥＡさん。 
 まず、ＪＰＥＡ、増川さんから。 
 
○増川オブザーバー 
 ありがとうございます。 
 まず、私どものこの住宅用のＦＩＴを卒業する電源に関する理解ですけれども、2019 年

度だけでも 50 万件を超える件数が出てくると。設備容量としても 300 万 kW と、かなりの

量になります。これらの大量の、ほとんどは消費者の皆さんですけれども、しっかり新し

いアグリゲーターさんなり小売事業者さんに、ちゃんと契約がスムーズに切りかわるかと

いうと、残念ながらかなり難しいだろうと。もしかすると、かなりの部分が何もなされな

い方が相当出てくるんじゃないかということを懸念しております。このことは、例えば先

ほど岩船先生からありました、みなし認定の事業者さんも事業計画を提出する、これは義
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務づけられていることですら、なかなか難しいということで、これは義務でも何でもない

話ですので、相当、何もされないのが出てきて、どうするかということを、今からしっか

り考える必要があろうかと思います。我々の考え方としては、これは消費者の皆さんにも

あるので、セーフティーネットをしっかりまずつくるのが先決であろうと。これは一般送

配電事業者が一旦買い取る、引き取るというのが非常に妥当な話だと思います。 

 我々の考えでは、何もしなくても、自動的にまずは一般送配電事業者に、買取に契約が

切りかわると。その買取の価格についてはもちろん市場価格をベースに買い取っていただ

いて、その後に、例えば小売事業においては、広域機関さんのほうでスイッチングの支援

をしておられますけれども、そういう制度をうまく使って、アグリゲーターさんなり、小

売事業者、新電力さんがそれに順次切りかわっていくような仕組みをつくらないと、相当

混乱が起きて、えらいことになるんじゃないかというふうに懸念しておりますので、そこ

はしっかり、今から設計していただかなきゃいけないのではないかなというふうに思って

おります。 

 以上です。 

 
○山地委員長 
 では、電気事業連合会、八代さん、お願いします。 
 
○八代オブザーバー 
 ありがとうございます。 
 まず、今回の基本的な考え方についてでございますけれども、ＦＩＴ制度によります買

取期間が終了したと。そういう電源につきましては、当然、法律に基づく買取義務がなく

なるわけでございますから、今回提示されておりますとおり、まずは、なるべく自家消費

をしていただくこと、それを上回る余剰分につきましては、ぜひ極力、小売事業者の方に

相対自由契約で売っていただくこと、これが基本であるというふうに私どもは認識してお

ります。こうした移行が円滑に進むように、今、ご指摘がありましたように、非常に懸念

も多うございますので、買取期間の時期や必要な手続、こうしたものにつきましては、私

どもとしても、事前の広報周知にぜひ協力してまいりたいと考えております。 
 その上で、どうしても余剰電力の買い手が不在になるケース、これが生じた場合という

のを考えていかなければなりませんので、こうしたものにつきましては、今回の対象が住

宅用の太陽光であるということも考えまして、あくまでも一時的、例外的な措置として、

一般送配電事業者が無償で引き受けるべきというこのご要請の方向で対応してまいりたい

というふうに考えているところでございます。 
 それから、２点目の逆潮流計量に関する論点でございますけれども、これにつきまして、

今回、住宅用太陽光のＦＩＴ期間満了時の対応といたしまして、ＦＩＴ電源とＦＩＴでは

ない電源が存在する際の逆潮流及びその計量方法につきまして、基本的な考え方を整理し
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ていただいたというふうに見ております。一般送配電事業者といたしましては、今回の整

理された内容をもとにしまして、今後、詳細の運用、あるいはシステム対応について検討

を進めてまいりたいと考えてございます。 
 それから、今回ご提案いただいております計量方法の採用につきましては、設置されて

いる方への周知方法を含めまして、資源エネルギー庁さんを始めとした関係者と調整が必

要になるというふうに考えておりますので、この点につきましても、引き続きご協力をお

願いしたいと思います。 
 それから、先ほど、私ども一般送配電事業者が引き受けた余剰電力は何に使うのかとい

うご指摘がございましたけれども、これは正式に決まってから検討するものではございま

すが、基本的には、先ほど山崎課長がお話しになった内容と同じ方向で考えております。

これにつきましても、今回、私どもとしては、さらに検討してまいりたいと思っておりま

す。 
 以上でございます。 
 
○山地委員長 
 では、エネットの武田さん。 
 
○武田オブザーバー 
 ありがとうございます。 
 ここの２ページに書いてありますとおり、小売電気事業者とアグリゲーターにとっては

新たな供給力、それから需要を獲得するビジネスチャンスと捉えていますという前提に立

つと、髙村委員からもありましたけれども、一体どの電源がこれに 19 年、10 年間が終わっ

て、買取の対象とするかということが非常に影響しにくいし、それを需要家のほうが手を

挙げるまで待っていると、誰がその手を挙げるかというと、なかなか新たな小売事業者と

か新たなアグリゲーターに対してアクセスできるというのは非常に考えにくいんだろうと

思う。いろいろな個人情報の観点もありますけれども、１つは小売電気事業者、アグリゲ

ーターに何か、きちんと公開する情報を整理してもらって、それについて、いろいろな資

格をとるんでしょうけれども、その情報を使って、こういう活動ができるようにしてほし

いというのが１点です。 
 もう１点は、今、多分、家庭を見ると、ほかの夜の電源とかを供給している小売事業者

がいて、その小売事業者は多分、この主の情報をかなり持っているんじゃないかとも想定

されていて、そういう事業者間の情報がイコールフッティングになるような仕掛けもあわ

せて考えてほしいと思います。 
 以上です。 
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○山地委員長 
 ありがとうございました。 
 では、これで最後だと思いますが、オブザーバーの岡本さん。 
 
○岡本オブザーバー 
 八代事務局長からお話をいただいたとおりでございまして、ちょっと繰り返しになって

非常に恐縮ですけれども、やはり原則としては、これは小売事業者さんですとかアグリゲ

ーターの方に買い取っていただくということだと思っていまして、私ども一般送配電の役

割というのは、今、ＦＩＴの全量買取ということで、送配電買取というふうに規定されて

いますけれども、それはやはりＦＩＴとセットでそうなっているものであって、本来はネ

ットワークを利用していただく、いろんなプレーヤーの方のビジネスをどうやって我々が

サポートさせていただくかというのが我々のビジネスになっておりますので、基本的には

そういったさまざまな市場参加者の中で創意工夫によって、適切に使っていただくという

ことを、やはり原則としていただきたいと思うし、その上で、現実にはその要請に基づい

てとありますけれども、実際は要請されなくても線がつながっておりますので、電気は流

れてくるということでございますので、その場合については、今回の考え方、無償で引き

取らせていただいて、ある種、調整力というものを活用して吸収する、こういう形になる

と思っておりますので、あくまでやはり、今、ＪＰＥＡさんからのお話もあって、そうい

うお考えもあるとは思うんですけれども、やはり一般送配電の役割というのは、そういう

ことではないんではないかというふうに思っておりますので、ぜひ原則は市場参加者に置

いて、新たなビジネスの機会にしていただくということをお考えいただければ。そこにい

く周知、お客様への、どういうふうに実際に買っていただくかということは、我々も含め

て、しっかり知恵を出していきたいということでございます。 
 あと、計量については、やはりちょっと実務的に取りつけのほうの手配を一般送配電事

業でやらせていただくという記載になっているんですけれども、その買取が終わると一気

にこの工事が必要になるんじゃないかなというふうに想像していますので、実務的にどの

ぐらい工事の数になるかというところはあるかと思いますけれども、そこをスムーズにで

きるようなことというのは、ちょっとここは国も含めて、ご相談しながら対応してまいり

たいというふうに思います。 
 以上です。 
 
○山地委員長 
 どうもありがとうございました。 
 ほかにはよろしゅうございますか。意見をずっと通して伺っていますと、やっぱり基本

的な考え方というのは原則、反対ではないんだけれども、やっぱり意見周知が本当に、広

報周知がきちんとできるのか。そうでないと、しかも一時的にしろ、買い取ってくれない
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人たちの余剰分は無償でという話になると、悪徳業者という話もありましたけれども、そ

ういう懸念があると。懸念はいろいろ出た、そういう受けとめ方を私はいたしました。基

本的にはこの方法でいくんだけれども、やっぱり広報周知のところについて、十分きちん

とできるかどうか、そこをちゃんときちっとチェックすると、国として。やっぱりそうい

うことが要請されているのではないかという理解をしました。 
 ということで、つまり、私がここで申し上げたいのは、冒頭の進め方でも言いましたけ

れども、この小委員会を決定したことを順次、実展開していくということなので、今日の

段階である程度、態度を決めたいと。だから、基本はいいんだけれども、注意事項がある

よと。そういうことでよろしいかどうか。ちょっと取りまとめというのをやれと言われて

いまして、まず、したがって、この基本的な考え方に書いてあるように、買取期間の終了

とその後のオプションについて、官民一体となって広報周知を徹底する。 
 しかし、一時的に、例外として、余剰電力の買い手が不在という状態になった場合には、

住宅用太陽光の余剰電力は、一般送配電事業者が無償で引き受けるということを要請しま

しょう。今回、電事連さんからも、それから岡本さんからも、了承ということだったと思

います。 
 ただ、やっぱりここで注意するのは、広報周知について、ちゃんと国がきちんとちゃん

とわかっているかどうかというのを監視してチェックしていく、ここが一番基本だと思う

んです。それと、後半は実は余り議論が出ませんでしたけれども、大体ご賛成だと思いま

す。 
 ただ、実はこの中に割と重要な要素があって、ここでは今まで逆潮が認められていなか

った自家発電とか、エネファームなんかが出ていましたけれども、蓄電池なども、これを

新たな計量方法を適用することで逆潮を認めるということですので、これも割と重要な決

定だと思います。これもご異論はなかったと理解しました。ただ、その際に、幾つかのケ

ースが考えられると。パネルが２つあって、売っているところが違うとか、そういうこと

もあるということで、そうすると、社会的なコストを踏まえて、数が少ないと考えられる

複雑なケースのためのシステム対応はしない。 
 あとはシステムの改修とかメーターの設置運用は、一般送配電事業者が実施する。ただ、

配線工事やメーターに関する費用は需要家の負担、こう書かれておりましたので、これに

関して特に異論がなかったと考えますが、これでよろしゅうございますか。ということで、

今回、後半の議論については、いろいろ注意…… 
 
○辰巳委員 
 いいですか。 
 
○山地委員長 
 はい、どうぞ。 



59 

○辰巳委員 
 すみません、時間が来ているから。 
 今、新たにＦＩＴで住宅用の発電をつける人に対して、10 年たったらどういうふうに対

応するかという説明も一切していない状態なんですよね。だから、その時点で契約して、

10 年間のＦＩＴの話だけが説明され、理解して、設置されていると。過去につけた人もそ

ういう状況で、この目の前に来てから、急にこの話になって、すごく私としては、ちょっ

とえっと思いながら、どのように説明したらいいかわからなかったんですけれども、私が

勝手に今までの新エネの委員会等で、たまにこの話が出てきたときに聞いていて、私なり

に理解していたのは、このまま一般送配電事業者に同じように系統はつながったままで、

余剰は引き取られると。 
 ただし、そのときの価格がＦＩＴの価格とは違い、一般の平均的な価格で引き取られる

形になるというのではないかというふうな形のお話があったと、私はずっと思っていまし

たもので、きょうの話が何かそれとはすごく違うなというふうに思って、それで混乱する

だろうな、というか、多くの人がそのように思っているんじゃないかなというふうに思い

ますもので、何か過去に勝手に思い込んでいると言われればそうなのかもしれませんけれ

ども、そういうふうに思っている人たちに、何か全然違う話が出てきて、説明がとても難

しいだろうなというふうに思ったまでなんですけれども、きょう決めるというふうにちょ

っとおっしゃったもので、果たして本当に多くの、50 万世帯とまでおっしゃっているよう

な人たちが納得できる話になるのかどうかというのが、ちょっと心配だなというふうに思

ったということでございます。 
 以上です。 
 
○山地委員長 
 今の意見も、私の理解するところではやっぱり、広報周知のところを十分やりなさいと

いうふうに聞こえましたけれども。ということでございます。 
 すみません、先ほど途中まで申し上げたところの対応で、具体的な細かい運用について

はこれからということであります。しかし、19 年の 10 月という時間範囲がありますので、

もちろん具体化するといったって、すぐにあしたからやるわけではありませんので、もち

ろんいい案とか知恵があれば、これからも言っていただければ反映は可能だと思います。

けれども、基本的な方向としては、今、整理したような方向で進めていくということで了

承されたと考えてよろしいですか。 
 特に異論がないようで、それで対応していきたいと思います。 
 それで、予想よりはオーバーな時間、少し短めで済みましたけれども、ちょっと予定の

時間を過ぎていますので、いわゆる終了プロセスに入りたいと思いますけれども、次回以

降の議論の進め方ですけれども、まずは今日みたいに一般的な議論、論点も詰めていきま

すけれども、決めていく事項は具体的な対応をしていくということで、それを順次実行。 
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 次回以降は、まず系統制約、特に今日も出ましたが、コネクト＆マネージです。この系

統運用に関するものを中心に事務局に論点を整理していただいて、次回の議論ということ

にしたいと思います。 
 次回開催については、事務局よりお願いいたします。 
 
○山崎新エネルギー課長 
 次回の日程については、別途調整をさせていただきまして、経済産業省のホームページ

等でお知らせをしたいと思います。よろしくお願いします。 
 
○山地委員長 
 ということで、以上で終わります。 
 少し延びましたけれども、どうもありがとうございました。 
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